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【届出の対象とした募集（売出）

有価証券の種類】

ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー　記名式無額面普通株式

（資本組入れ額1米ドル）の取得に係る新株予約権証券

【届出の対象とした募集（売出）

金額】

0.00米ドル(0円)(注１)

4,604,325米ドル（666,982,520円)(見込額)(注２)

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 なし

 
(注)１　新株予約権証券の発行価額の総額。

２　新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額を合算した金額。

 
1.　本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」又は「P&G」とは、文脈に応じてザ・プロクター・アンド・ギャ

ンブル・カンパニーまたはザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー及びザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カン

パニーの連結子会社を指す。

 
2.　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」又は「ドル」とは、アメリカ合衆国ドルを指す。本書において便宜上記

載されている日本円は、１米ドル＝144.86円の換算率（2024年８月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売

買相場の仲値）により換算されている。

 
3.　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【証券情報】
 
第１【募集要項】

 
１【新規発行新株予約権証券】

 
（１）【募集の条件】

 
発行数 27,905個(見込数)（注1）

発行価額の総額 無償

発行価格 無償

申込手数料 該当事項なし

申込単位 1個

申込期間 2024年９月20日（注2）（注3）

申込証拠金 該当事項なし

申込取扱場所 アメリカ合衆国、300005 ジョージア州

アルファレッタ、ウィンドワードプラザ、4005

イー・トレード・ファイナンシャル・コーポレート・サービ

ス・インク気付

割当日 2024年９月20日

払込期日 該当事項なし

払込取扱場所 該当事項なし

 
（注1） 開始付与価額は、行使価格の見込額で除され、報奨として付与される新株予約権の数又は新株予約権の目的とな

る株式の数を決定するために整数に四捨五入される。実際の行使価格は、2024年９月13日の終値となる。

 

（注2） 本募集においては、当社から日本の適格従業員に対する新株予約権について一方的に付与通知をなすため、新株

予約権の付与を受けた日本の適格従業員による申込に関する特段の意思表示は必要としない。なお、当該付与通

知は、2024年９月20日になされる予定である。

 

（注3） 2024年８月13日に開催された当社の報酬及び指導者開発委員会において、2024年９月13日付で株式報奨を付与す

る決議が採択されているが、さらに、規制機関の承認が必要な国においてかかる承認が2024年９月13日までに得

られない場合、かかる株式報奨は、規制機関の承認が得られることが付与の条件とみなされるものとする決議が

採択されている。
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(摘要)

1.　採択・対象：　本募集は、2019年８月13日に当社取締役会（以下「取締役会」という。）の決議により採択され、

2019年10月８日に開催された株主総会により承認をうけた、当社のストックオプション制度である「ザ・プロク

ター・アンド・ギャンブル2019ストック・アンド・インセンティブ・コンペンセイション・プラン」（以下「本プラ

ン」という。）に基づく、当社普通株式を目的とする新株予約権の付与に関するものである。

2024年９月20日、当社は、下記の会社に在籍する適格従業員115名に対し、新株予約権を付与する予定である。

 
1．P&Gジャパン合同会社（59名）

日本法人。Gillette Latin America Holdings B.V.（オランダ法人）が同社持分の91.3%を、P&G Northeast

Asia PTE. Ltd.（シンガポール法人）が同社持分の8.7%を保有。

 

2．ピー・アンド・ジー株式会社（33名）

日本法人。P&Gジャパン合同会社が同社株式の84.9%を、P&Gプレステージ合同会社が同社株式の15.1%を保有。

 

3. P&Gイノベーション合同会社（19名）

日本法人。P&Gジャパン合同会社が同社持分の100%を保有。

 

4．P&Gプレステージ合同会社（４名）

日本法人。P&Gジャパン合同会社が同社持分の100%を保有。

 
2.　　　目的：　本プランの目的は、当社普通株式の所有者としての意識および所有の増加により、事業の成功に関して

大きく責任を負う当社およびその子会社の従業員ならびに非従業員取締役と当社の株主の間の利害の一致を強化し、

また、本プラン参加者に当社およびその子会社で勤務を続けることを奨励することである。

 
3.　　　運営及び管理：　本プランは、取締役会の報酬及び指導力開発委員会、もしくは取締役会が指定するその他の委

員会により運営管理される。
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

記名式無額面普通株式 (注１)

新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき1株 (注２)（新株予約権の目的となる株式の総数：

27,905株(見込数)(注２) (注３) )

新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個につき165.00米ドル（23,902円）(見込額) (注２) (注４)

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価額の総額
4,604,325米ドル（666,982,520円）(注２) (注３)

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額

発行価格：　165.00米ドル（23,902円）(見込額) (注２) (注４)

資本組入額：　1米ドル（145円）

新株予約権の行使期間 自2027年９月13日至2034年９月13日 (注５)

新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所

アメリカ合衆国、300005 ジョージア州

アルファレッタ、ウィンドワードプラザ、4005

イー・トレード・ファイナンシャル・コーポレート・サービス・インク気

付

新株予約権の行使の条件 後掲の本プラン訳文第6条及び第7条を参照のこと。

自己新株予約権の取得の事由及び取

得の条件
該当なし

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権は死亡時以外には、譲渡することができない。

代用払込みに関する事項 該当なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
該当なし

 
(注1)　新株予約権の対象となる株式は、授権済み未発行の当社株式、自己株式又は公開市場で取得した当社株式を使用

する予定である。

(注2)　未行使の新株予約権の対象とする株式数と行使価格は、当社の株主による本プランの承認日後に生じる、当社の

会社組織、資本総額又は当社の普通株式に影響を及ぼす、再編成、資本再構成、株式分割、株式配当、株式併

合、吸収合併、新設合併、株主割当、株式交換、株式の種別変更、利益分配、スピンオフ又はその他の変動が

あった場合には、本プランに基づく権利の希釈化又は増大を防止するために適切な調整を受ける。

(注3)　新株予約権がすべて行使された場合の最大見込数及び最大見込額である。

(注4)　上記の金額は、ニューヨーク証券取引所における当社株式の直近の株価実績に基づく見込額である。実際の行使

価格は2024年９月13日の終値である。新株予約権は、無償で付与される。

(注5)　新株予約権は2027年９月13日に100％権利確定される。
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（摘要）

1.　新株予約権は、参加者によって、行使通知を完了しかつ当社に対して支払うべき一切の行使価格の支払いをすること

により行使される。

 

2.　新株予約権を行使し、普通株式を取得する参加者は、行使日に、配当が既存普通株主に支払われるのと同様に配当を

受領する資格を有する。

 

3.　新株予約権の行使により参加者が取得する普通株式は、参加者が明示的に株券の発行を要求しない限り、当社株式勘

定への預託（振替制度）を通じて、参加者に対し発行される。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

 
該当事項なし。

 
 

２【新規発行による手取金の使途】

 
（１）【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額 (注) 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

4,604,325米ドル

（666,982,520円）

15,000米ドル

(2,172,900円)

4,589,325米ドル

（664,809,620円）

(注) 上記「払込金額の総額」は、本新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を意味

し、本新株予約権が全て行使された場合の最大見込額である。

 
（２）【手取金の使途】

 
上記の差引手取概算額4,589,325米ドル（664,809,620円）は、設備資金、有価証券の取得及び業務運営上の経費支払等

の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当社の事業上の必要

性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。

 
 
 
第２【売出要項】

 
該当事項なし。

 
【募集又は売出しに関する特別記載事項】

本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

 

　本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類かつ同一の決議に基づく新株予約権の募集が、

本邦以外の地域で並行して開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第2項第1号に掲げる各事項を記載したものである。

 

(1)　 有価証券の種類

 

新株予約権証券

 

(2)　 新株予約権の内容等

 
　(a)　 発行数：2,276,194個(見込数)
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（注）開始付与価額は、行使価格の見込額で除され、報奨として付与される新株予約権の数又は新株予約権の目

的となる株式の数を決定するために整数に四捨五入される。実際の行使価格は、2024年９月13日の終値となる。

 
　(b)　 発行価格：無償

 
　(c)　 発行価額の総額：無償

 
　(d)　 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 
(1)　株式の種類

ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー記名式無額面普通株式（注）

 

（注）新株予約権の対象となる株式は、授権済み未発行の当社株式、自己株式又は公開市場で取得した当社

株式を使用する。

 
(2)　株式の内容

 
(a)　 当該株式の保有者は、当社の全株主総会において1株当たり1議決権を有するものとする。

(b)　 当社の解散又は清算の場合に権限を有する優先的金額を全てのクラスA優先株式及びクラスB優先株式の保

有者に対し支払った後に、普通株式の保有者は、残余資産の全部について権限を有し、各保有株式の割合

に応じてその支払いを受けるものとする。

(c)　 クラスA優先株式及びクラスB優先株式として指定された株式の明文の条件に従い、普通株式の保有者は、

如何なる制限、資格又は限度もなく、法律に規定する利益についての会社株主の全権利、利益、権能及び

特権を有するものとする。

 
(3)　株式の数

 
本新株予約権1個につき1株

本新株予約権の目的となる株式の総数：2,276,194株（見込数)

 
（注）本新株予約権がすべて行使された場合の最大見込数である。

 
　(e)　 新株予約権の行使時の払込金額

 
本新株予約権１個につき

165.00米ドル(1)(2)（23,902円）(見込額)

本新株予約権の行使時の払込金額の総額：375,572,010米ドル(1)(3)（54,405,361,369円）

 
(注1) 未行使の新株予約権の対象とする株式数と行使価格は、当社の株主による本プランの承認日後に生

じる、当社の会社組織、資本総額又は当社の普通株式に影響を及ぼす、再編成、資本再構成、株式

分割、株式配当、株式併合、吸収合併、新設合併、株主割当、株式交換、株式の種別変更、利益分

配、スピンオフ又はその他の変動があった場合には、本プランに基づく権利の希釈化又は増大を防

止するために適切な調整を受ける。

 
(注2) 上記の金額は、ニューヨーク証券取引所における当社株式の直近の株価実績に基づく見込額であ

る。実際の行使価格は、2024年９月13日の終値となる。

 
(注3) 本新株予約権がすべて行使された場合の最大見込額である。

 
　(f)　 新株予約権の行使期間
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自2027年９月13日　至2034年９月13日

 

（注）新株予約権は2027年９月13日に、100％権利確定される。

 

　(g)　 新株予約権の行使の条件

 
新株予約権の行使時に、従業員によって行使価格全額の支払いがなされるものとする。行使価格は、付与時の

新株予約権の基礎となる株式の公正市場価格である。当社取締役会の報酬及び指導力開発委員会（以下「委員

会」という。）が決定したとおり、従業員は、新株予約権の行使価格を現金、行使日の公正市場価額で算定さ

れた数の普通株式、若しくはそれらの組み合わせ、又は委員会が定めるその他の方法により支払うことができ

る。本プランに基づき付与されるすべての新株予約権の有効期間は、付与日から最長10年を超えないものとす

る。何れの新株予約権も、受領者の死亡の場合を除いて、付与日より１年以内には、行使し得ないものとす

る。当該行使は、本プランの諸条件及び各従業員に提供された付与に関する資料に従うものとする。

 
　(h)　 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

 
資本組入額：１株当り　１米ドル(145円)

 
　(i)　 新株予約権の譲渡に関する事項

 
本新株予約権は、通常、遺言又は法定相続法、遺産分割法による以外には、譲渡することができない。

 

(3)　 発行方法

 
本プランに参加する当社子会社（本邦以外）の適格従業員3,537名へ割り当てられる。

 
(4)　 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

 
該当事項なし。

 
(5)　 募集又は売出しを行う地域（日本を除く）

 
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタ

リカ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エジプト、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、香港、ハンガ

リー、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、マレーシア、メキシコ、モロッコ、オラ

ンダ、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシ

ア、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、

タイ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ベトナム

 
(6)　 新規発行による手取金の額及び使途

 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

375,572,010米ドル

（54,405,361,369円）*

20,000米ドル

(2,897,200円)

375,552,010米ドル

（54,402,464,169円）

 
* 上記「払込金額の総額」は、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を意味し、本新株予約権

が全て行使された場合の最大見込額である。

 
手取金の使途：上記の差引手取概算額375,552,010米ドル（54,402,464,169円）は、設備資金及び業務運営上の

経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期について

は、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
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(7)　 発行年月日

 
2024年９月20日

 
(8)　 当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称

 
該当事項なし。

 
 
 
第３【第三者割当の場合の特記事項】

 
該当事項なし。

 
 
 
第４【その他】

 
１【法律意見】

当社のヴァイスプレジデント兼アソシエイト・ジェネラル・カウンセル（コーポレート、証券、従業員福利厚生）兼秘

書役補佐である、サンドラ・T・レーン氏より以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

 
(1)　当社は、オハイオ州法の下で適法に設立され、且つ正常な状態で有効に存続している。

(2)　当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権に関する募集を行うことができる。

(3)　当社による、及び当社のための本有価証券届出書（その訂正届出書を含む。）の関東財務局長に対する提出は適

法に授権されており、松添聖史及び渡邊大貴各氏は各々単独で、当社を代理して本有価証券届出書（その訂正届

出書を含む。）を作成し、関東財務局長に提出する行為その他、当社の日本における新株予約権の募集の届出に

関する一切の行為につき、当社の日本における代理人として当社により適法に任命されている。
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２【その他の記載事項】

 
以下に、「ザ・プロクター・アンド・ギャンブル2019ストック・アンド・インセンティブ・コンペンセイション・プ

ラン」の訳文を掲げる。

[訳文]

 
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル

2019ストック・アンド・インセンティブ・コンペンセイション・プラン

 

第1条　制定

 

1.1　制定：オハイオ州企業であるザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー（以下、「当社」）は、

本プランに記載の通り、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル2019ストック・アンド・インセンティブ・コンペンセイ

ション・プラン（以下、「本プラン」）を制定する。本プランは、非適格ストックオプション、インセンティブ・ストッ

クオプション、株式評価益受益権、制限株式、制限株式ユニット、職務実績株式ユニット、現金ベース報奨、他の株式

ベース報奨の付与を許可する。本プランは、株主の承認により発効（以下、「発効日」）し、第1.3項で定める通り有効

に存続する。

 

1.2　本プランの目的：本プランの目的は、当社普通株式の所有者としての意識および所有の増加により、事業

の成功に関して大きく責任を負う当社およびその子会社の従業員ならびに非従業員取締役と当社の株主の間の利害の一致

を強化し、また、本プラン参加者に当社およびその子会社で勤務を続けることを奨励することである。

 

1.3　本プランの期間：本プランで定める通り期限前に解除されない限り、本プランは、発効日から10年間経過

後終了する。本プランの終了後、いかなる報奨も付与することはできないが、それ以前に与えられた報奨は、適用される

条件および本プランの条件に従って未行使のまま存続する。

 

第2条　定義

本プランで使用される場合常に、以下の大文字で始まる用語は、以下に定める意味を有するものとする。

 

　「年間報奨上限」とは、第4.4項で定める意味を有する。

 

　「報奨」とは、個別にまたは総称して、本プランに基づく非適格ストックオプション、インセンティブ・ス

トックオプション、株式評価益受益権、制限株式、制限株式ユニット、職務実績株式ユニット、現金ベース報奨、他の株

式ベース報奨の付与を意味し、それぞれ、本プランの条件に従う。

 

　「報奨契約」とは、(i)本プランに基づいて付与される報奨に適用される条件および条項を定める当社と参加

者の間で締結される書面もしくは電子形式の契約（それらの改定もしくは修正を含む）、または(ii)当社が参加者に対し

て発行する当該報奨の条件および条項を記載する書面もしくは電子形式のステートメント（それらの改定もしくは修正を

含む）のいずれかを意味する。委員会は、本プランの条項に従い、本プランに基づいて付与される報奨の証拠となる報奨

契約の条項を決定する排他的な権限を有する。報奨契約の条件は、すべての参加者間または類似の種類の報奨間で同一で

ある必要はない。

 

　「取締役会」とは、当社の取締役会を意味する。

 

　「現金ベース報奨」とは、第12条で定める参加者に付与される現金による報奨を意味する。

 

　「正当な事由」とは、本プランの目的に限って、報奨契約に別段の定めのない限り、次のうちいずれか1つを

意味する。

(a)参加者に関する有罪の判決もしくは申し立てまたは重罪に対する不抗争の答弁

(b)参加者の故意の不正行為

(c)参加者による当社の重大な書面による方針の違反、

(d)参加者が故意かつ継続的に基本的な仕事を事実上遂行しないまたは拒否すること

 

　「支配権の変動」とは、次の事象のうち1つ以上の発生を意味する。

(a) いずれかの者による、(A)その時点の発行済株式（「発行済当社普通株式」）または(B)取締役の選任にお

いて通常議決権を与えられているその時点の発行済当社議決権付証券（「発行済当社議決権付証券」）の総議

決権のいずれかの20%超の受益所有権の（証券取引法規則13d-3の意味における）買収。ただし、本第2.8項(a)

の目的上、次のいずれかの買収は支配権の変動を構成しない。

 

(i)当社による買収

(ii)当社によって後援または維持される従業員給付制度（または関連の信託）による買収

(iii)当社によって支配される法人による取得
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(iv)第2.8項(c)(i)、(ii)および(iii)に従った取引に基づくいずれかの法人による買収

(b) 発効日時点で取締役会（「現取締役会」）を構成していた個人が、理由を問わず取締役会の過半数を構成

しなくなる。ただし、発効日後にその選任または当社の株主による候補者としての指名がその時点で現取締役

会を構成する取締役の過半数の票で承認されるたことで取締役になった個人は、現取締役会のメンバーであっ

たものとみなされる。ただし、本目的上、取締役会以外の者によるまたはそのための、取締役の選任もしくは

解任に関する実際の投票もしくはその恐れ、または他の委任状もしくは同意の実際の勧誘もしくはその恐れに

よりその職務を当初引き受けた個人は除外する。

(c)再編、合併、法定の株式交換もしくは新設合併または当社および／もしくは当社によって支配される法人

が関係する類似の企業取引の完了、または当社の資産の全部もしくは実質的に全部の売却もしくは他の処分、

または当社もしくは当社によって支配される他の法人による他の法人の資産もしくは株式の取得（それぞれ、

「企業結合」）。ただし、いずれの場合も、本第2.8項(c)の目的上、企業結合の後に下記に該当する場合、企

業結合は支配権の変動を構成しない。

(i)当該企業結合直前に発行済当社普通株式および発行済当社議決権付証券の（証券取引法規則13d-3の意

味における）受益株主であった個人および法人の全部または実質的に全部が、当該企業結合の結果生じる

会社（当該取引により、直接または1社以上の子会社を通して当社または当社の資産の全部もしくは実質的

に全部を所有する法人を含むが、それに限られない）の取締役選任において通常議決権を有するその時点

の発行済普通株式およびその時点の発行済議決権付証券（場合に応じて）の総議決権の50%超を、当該企業

結合直前の発行済当社普通株式および発行済当社議決権付証券（場合に応じて）の所有比率と実質的に同

じ比率で、実質的に直接または間接的に所有する。

(ii)いかなる者（当該企業結合の結果生じる法人、または当社もしくは当該企業結合から生じる法人の従

業員給付制度（もしくは関連の信託）を除外する）も、当該企業結合の結果生じる会社のその時点の発行

済普通株式、または当該会社のその時点の発行済議決権付証券の総議決権、それぞれの20%超（企業結合の

前に存在していた所有権を除く）を実質的に直接または間接的に所有しない。

(iii)当該企業結合の結果生じる法人の取締役会の過半数の取締役が、当該企業結合を定める当初契約の締

結または取締役会の行為の時点で現取締役会のメンバーだった。

(d)当社の株主による当社の完全な清算または解散の承認

 

　「内国歳入法」とは、1986年米国内国歳入法（その随時の改正を含む）を意味する。本プランの目的上、内

国歳入法の条項に対する参照は、同条項に基づき適用される規則および承継または類似の条項を含むとみなされる。

 

　「証券取引委員会」とは、米証券取引委員会を意味する。

 

　「委員会」とは、取締役会の報酬および指導力開発委員会もしくはその小委員会、または本プランを管理す

るために取締役会によって指名された他の委員会を意味する。委員会の委員は、取締役会によって随時指名され、取締役

会の裁量で委員を務める。委員会が存在しないまたは理由を問わず機能しない場合、取締役会は、本来委員会が責任を負

う本プランに基づくいかなる措置も講じることができる。委員会は、証券取引法に基づき証券取引委員会が公布した規則

16b-3の要件、または随時効力をもつ規則もしくはそれらの承継規則、および当社の普通株式が上場される証券取引所が

適用する上場要件またはガバナンス要件を遵守するよう構成される。

 

　「当社」とは、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーおよび第21.19項で定めるその承継会社を

意味する。

 

　「取締役」とは、当社の取締役会のメンバーである個人を意味する。

 

　「配当同等物」は、第14条で定める意味を有する。

 

　「発効日」は、第1.1項で定める意味を有する。

 

　「従業員」とは、当社または子会社に勤務し、当社または子会社の従業員としてその給与記録において明示

される個人を意味する。従業員は、当社または子会社によって独立請負業者、コンサルタント、または人材、コンサル

ティングもしくは派遣会社または当社もしくは子会社以外の他の法人の従業員として分類または扱われる期間中の個人を

含まない（当該個人が当該期間中当社または子会社のコモンロー上の従業員であったと後に決定されるまたは後に遡及し

て再分類されるか否かを問わない）。個人は、(i)当社によって承認された休暇、または(ii)当社内の勤務地変更、当社

と子会社の間の異動、もしくは子会社間の異動の場合、従業員でなくなることはない。インセンティブ・ストックオプ

ションの目的上、かかる休暇は、かかる休暇満了時の再雇用が法令または契約によって保証されていない限り、90日を超

えることはできない。当社によって承認された休暇期間の満了時の再雇用が上記の通り保証されていない場合、当該休暇

の91日目の後3ヵ月間、参加者が保有するインセンティブ・ストックオプションのインセンティブ・ストックオプション

としての扱いは中止され、税務上、非適格ストックオプションとして扱われる。取締役としての役務も当社による取締役

報酬の支払いも、当社による「雇用」を構成するのに十分ではない。

 

　「証券取引法」とは、1934年米証券取引法（その随時の改正を含む）またはその承継法ならびにそれらに基

づいて公布された規則および規制を意味する。
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　（特定の日に適用される）「公正市場価格」とは、一般の証券取引所またはナショナル・マーケット・シス

テム（ニューヨーク株式取引所、ナスダック（店頭銘柄気配自動通報システム）のナショナル・マーケット・システムを

含むが、それらに限定されない）における、委員会がその裁量で決定する、適用日、前取引日、翌取引日、または取引日

平均の当社株式の価格（始値、終値、実際値、高値、安値、または平均売値）を意味する。委員会が異なる決定をしない

限りまたは報奨契約で異なる定めがない限り、公正市場価格は、当社株式が公開で売買された直近日の当社株式の終値に

等しいとみなされる。

 

　「十分な理由」とは、支配権の変動日から2年の間に、参加者の書面による同意なしに、いずれの場合も、支

配権の変更直前に効力があった取り決めとの比較において次のいずれかが発生したことをいう。

(a)参加者の報酬総額（基本給、目標年間賞与および長期インセンティブ報奨目標の合計と定義される）の大幅

な減額

(b)参加者の職務、責任または権限の大幅な縮小

(c)参加者の主要勤務地から50マイル超の配置転換

 

　「付与日」とは、本プランに従って参加者に報奨が付与される日を意味する。

 

　「付与価格」とは、第8条に従ってSAR付与時に設定された価格を意味する。

 

　「インセンティブ・ストックオプション」または「ISO」とは、第7条に従って付与される、インセンティ

ブ・ストックオプションとして指定され、内国歳入法セクション422またはその承継法の要件を満たすことを意図するオ

プションを意味する。

 

　「非従業員取締役」とは、従業員でない取締役を意味する。

 

　「非適格ストックオプション」とは、第7条に従って付与される内国歳入法セクション422の要件を満たすこ

とを意図しないまたは当該要件を満たさない報奨を意味する。

 

　「オプション」とは、第7条に従って付与される報奨（インセンティブ・ストックオプションまたは非適格ス

トックオプション）を意味する。

 

　「オプション価格」とは、オプションに従って参加者が当社株式を購入することができる価格を意味する。

 

　「他の株式ベース報奨」とは、第12条に従って付与される本プランの条件によって定められない株

式ベースまたは株式関連の報奨を意味する。

 

　「参加者」とは、第5条で定める報奨が付与されるのに適格な個人を意味する。

 

　「職務実績株式ユニット」とは、第11条に従って付与される報奨を意味する。

 

　「制限期間」とは、第9条および第10条で定める通り制限株式または制限株式ユニットに相当な失効リスク

（時間の経過、職務達成目標の達成、または委員会がその裁量で決定する他の事由の発生による）がある期間を意味す

る。

 

　「者」は、証券取引法第3条(a)(9)で当該語について定められ、同法第13条(d)および第14条(d)で用いられる

意味を有する（同法第13条(d)で定義される「グループ」を含む）。

 

　「本プラン」とは、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル2019ストック・アンド・インセンティブ・コンペ

ンセイション・プラン（その随時の改定を含む）を意味する。

 

「過去プラン」とは、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル2014ストック・アンド・インセンティブ・コンペ

ンセイション・プラン、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル2009ストック・アンド・インセンティブ・コンペンセイ

ション・プラン、2003年非従業員取締役ストック・プランを意味する。

 

　「制限株式」とは、第9条に従って付与される報奨を意味する。

 

　「制限株式ユニット」または「RSU」とは、第10条に従って付与される報奨を意味する。

 

　「退職」とは、委員会またはその代理がその単独の裁量で決定する当社またはそのいずれかの子会社の該当

する退職制度の定めに基づく退職を意味する。委員会またはその代理人の判断により、適用される退職制度に基づく退職

の意味が決定できない場合、退職の意味は、委員会またはその代理人の単独裁量により決定されるものとする。

 

　「当社株式」とは、当社の普通株式を意味する。

 

　「株式評価益受益権」または「SAR」とは、第8条に従って付与される報奨を意味する。
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　「子会社」とは、当社が株式所有等により50%超の権利を直接または間接的に所有または取得する会社または

他の法人（国内外を問わない）を意味する。また、取締役会は、当社の直接または間接的な持分が50%未満である当社の

関係会社を本プランに「子会社」として参加する会社として追加で指定することができる。ただし、当該指定は、インセ

ンティブ・ストックオプションの付与については許可されず、また、当該指定は、当社が内国歳入法セクション409Aに基

づく規制が意味する「役務受益者株式の適格発行体」ではない会社を含むことはできない。

 

　「雇用の終了」とは、その理由を問わず参加者の当社および子会社との雇用が終了することを意味する。内

国歳入法セクション409Aに従う報奨に関しては、雇用の終了とは、内国歳入法セクション409Aが定義する「離職」を意味

する。

 

　「取締役職の終了」とは、非従業員取締役が理由を問わず非従業員取締役でなくなることを意味する（辞

任、選任の失敗、死亡または引退による終了を含むが、それらに限られない）。内国歳入法セクション409Aに従う報奨に

関しては、取締役職の終了とは、内国歳入法セクション409Aが定義する「離職」を意味する。

 

第3条　運営管理

 

3.1　一般条項：委員会は、本第3条および本プランの他の条項に従って本プランを管理する責任を負う。委員

会は、弁護士、コンサルタント、会計士、代理人およびその他個人（いずれも従業員でも可）を雇用することができ、委

員会、当社、ならびにその役員および取締役は、かかる個人の助言、意見または評価に依拠する権利を有する。また、委

員会は、独自の裁量により、本プランの条件の範囲内で本プランの運営管理のために望ましい規則、条項および手続きを

設定することもできる。委員会が講じたすべての措置ならびに委員会によるすべての解釈および決定は、参加者、当社ま

たは子会社、および他のすべての利害関係を有する個人について最終的なものであり拘束力を有する。

 

3.2　委員会の権限：本プランで定める明示的な制限を条件として、委員会は、本プランの管理に関して自身が

必要かつ望ましいとみなす行為を行う完全かつ排他的な自由裁量による権能および権限を有する。かかる行為は下記を含

むが、それらに限られない。

(a) プランの適格者のうち誰が報奨を付与されるか、各報奨がいつどのように付与されるか、どの種類または

種類の組合せの報奨が付与されるか、各付与報奨の条項（同一である必要はない）（個人が報奨に従って当社

株式を受け取ることが許可される時期および報奨の対象となる当社株式数を含む）を随時決定する。

(b) 本プランおよび本プランに基づいて付与される報奨を解釈し、その運営に関する規則および規定を設定、

修正および無効にする。委員会は、本権限の行使において、本プランを完全に有効にするために自身が必要ま

たは有利と考える方法および範囲で本プランまたは報奨契約の欠陥、脱落または不整合を修正することができ

る。

(c) 本プランに基づいて使用される報奨契約の様式を承認する。

(d)本プラン第2条の「公正市場価格」の定義に従って、当社株式の公正市場価格を決定する。

(e) 本プランで定める通り本プランまたは報奨契約を改定する。

(f) 米国以外の管轄の法律によって規制される報奨に適用するサブ・プランおよび／または特別な条項を採用

する。かかるサブ・プランおよび／または特別な条項は、本プランの他の条項に優先することができるが、か

かるサブ・プランおよび／または特別な条項の条件に置き換えられない限り、本プランの条項が優先する。

(g) 取締役会によって以前付与された報奨を有効にするためにいずれかの者に当社を代表して必要な証書を締

結する権限を与える。

(h) 報奨が当社株式、現金、またはそれらの組み合わせで決済されるか否かを決定する。

(i) 報奨が配当同等物を提供するか否かを決定する。

(j) 委員会によって指名された参加者が本プランに基づく報奨と引きかえに現金で支払われる報酬を減らすこ

とができるプログラムを設定する。

(k) 参加者による当社株式の売却またはその後の株式移転のタイミングおよび方法に関して適切とみなす制

限、条件または上限（インサイダー取引方針に基づく制限および転売または他の移転についての特定証券会社

の利用に関する制限を含むが、それらに限られない）を課す。

(l) オプションの行使について合理的な管理手数料を請求する権限を当社に与える。

(m) 報奨が付与される時、第6条の要件を放棄する。

 

3.3　委任：委員会は、法律によって許可される範囲で、委員会による本プランの運営管理を助けるために望ま

しいと自身が考えるその職務または権限を、当社のセクレタリーまたは当社の他の従業員に委任することができ、委員会

を代表して文書を締結する権限を当該者に与えることができる。委員会は、適用される法律によって許可される範囲で、

その決議により、(a)従業員を報奨の受取人に指名すること、および(b)かかる報奨の規模を決定することのうちいずれか

または両方を、委員会が行うことができる基準と同じ基準に基づき行う権限を当社の１人以上の役員に与えることができ

る。ただし、(i)証券取引法（規則16a-1(f)の定義）において役員とみなされる従業員に付与される報奨について、委員

会は、かかる責任をかかる役員に委任することはできず、(ii)当該権限付与を定める決議は、かかる役員が付与すること

ができる報奨の総数を定め、かつ(iii)かかる役員は、委任された権限に従って付与された報奨の内容および範囲につい

て定期的に委員会に報告するものとする。

 

第4条　本プランの対象となる当社株式および最大報奨
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4.1　報奨のための利用を許可される当社株式数：本プランで定める調整を条件として、本プランに基づいて報

奨のために利用できる当社株式総数は、1億5000万株と発効日時点でザ・プロクター・アンド・ギャンブル2014ストッ

ク・アンド・インセンティブ・コンペンセイション・プランに基づいて報奨に利用できる当社株式の合計とする。発効日

時点の過去プランに基づいて、追加の報奨を付与することはできない。

 

4.2　当社株式の利用：委員会は、下記を条件として、本プランに基づいて付与することができる当社株式数を

計算する方法を決定する。

 

(a)すべてのオプションおよび株式評価益受益権は、利用可能な当社株式に対して1対1ベースで計算される。

(b)当社株式で決済される全額ベース報奨はすべて、各報奨当社株式に対して5当社株式で計算される。

(c)下記(d)で定める場合を除き、期限満了、失効、取消によって失権するもしくは当社株式の発行なしに当社

株式の代わりに現金で決済される、または委員会の許可により当社株式の発行前に当社株式が関係しない報奨

と交換される本プランまたは過去プランに基づき付与された報奨に関連する当社株式は、本プランに基づく付

与のために再度利用することができる。

(d)オプション権利行使費用をカバーするために提出、交換または控除された報奨株式、税金をカバーするた

めに控除された報奨株式、および権利行使されたかかる株式評価益受益権報奨の対象であるすべての当社株式

は、本プランに基づいて発行された当社株式とみなされる。

(e)当社もしくは子会社が買収した、または当社もしくは子会社が統合した会社が既に付与した報奨を継承、

または代替もしくは交換として当社が付与した報奨株式は、（適用される証券取引所規則に基づき許可される

範囲内において）本プランに基づき発行可能な当社株式総数の上限を減額するものではなく、かつ、（取引を

反映させるため調整された）当該被買収企業または当社もしくは子会社が統合した会社の株主承認ストック・

コンペイセイション・プランに基づき利用可能な株式数は、本プランに基づく報奨のために利用されることが

でき、（適用される証券取引所規則により許可される範囲内において）本プランに基づき利用可能な当社株式

数を減額するものではない。

 

4.3　本プランに基づいて利用される当社株式：報奨の権利行使または支払いにより当社が交付する当社株式

の出所は、委員会が決定し、その全部または一部を授権済み未発行の当社株式、自己株式、または公開市場で

取得した当社株式で構成することができる。当社子会社の1社によるSARの償還の場合、当該当社株式は、当該

子会社が取得した当社株式とする。

 

4.4　年間報奨上限：本プランに基づく報奨は、第4.5項の調整を条件として、次の年間報奨上限に従う。1暦年

に非従業員取締役に付与することができるオプションまたは他の報奨の当社株式数の上限は、1万株を超えることはでき

ない。1暦年に参加者である従業員に付与することができるオプションまたはSARの当社株式数の上限は、200万株とす

る。当社株式によるオプションまたはSAR以外の報奨について、当該報奨に従って1暦年に参加者である従業員に交付する

ことができる当社株式総数の上限は、40万株とする。現金による報奨について、付与される当該報奨に関して1暦年に参

加者である従業員に支払うことができる現金総額の上限は、2,000万ドルとする。

 

4.5　授権株式の調整：本プランまたは未行使報奨に基づく発行のために利用できる授権当社株式の調整および

年間報奨上限の調整は、次の条項に従う。

 

(a)合併、新設合併、再編、資本再構成、分離、一部もしくは完全な清算、株式配当、株式分割、株式併合、分

割、スピンオフ、当社の株式もしくは資産の分配、当社株式の併合、当社株式の交換、現物配当、特別現金配

当、または企業に係る他の類似の事態もしくは取引など、企業に係る事態または取引（「会社取引」）が生じた

場合、委員会は、本プランに基づく参加者の権利の希薄化または拡大を防止するために、場合に応じて、次の各

号を他と置き換えるまたは調整するものとする。(i)本プランまたは特定の形式の報奨に基づき発行することが

できる当社株式の数および種類。(ii)未行使報奨の対象である当社株式の数および種類。(iii)未行使報奨に適

用されるオプション価格または付与価格。(iv)年間報奨上限および未行使報奨に適用される他の価値の決定。委

員会は、その裁量により当該置換えまたは調整の手順もしくは方法を決定する。

 

(b)上記(a)に基づいて許可される調整に加えて、委員会は、その単独の裁量で報奨の条件について会社取引を反

映するために適切とみなす他の調整または修正（職務達成目標の修正および職務達成期間の変更を含むが、それ

らに限られない）をすることができる。ただし、かかる調整または修正のいずれも、未行使報奨に関する参加者

の権利および機会を著しく不利に縮小させる効果を有さないものとする。

 

(c)上記の調整に関する委員会の決定（もしあれば）は、最終的なものであり、本プランに基づく参加者を拘束

する。

 

第5条　適格性および参加

 

5.1　報奨の受け取り資格：本プランの受け取り資格を有する者には、すべての従業員および非従業員取締役が

含まれる。
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5.2　本プランへの参加：本プランの条項を条件として、委員会は、随時、本プランへの参加資格を有するすべ

ての個人から、報奨を付与される者として

(a)非従業員取締役、ならびに

(b)当社およびその子会社の成功に重大な形で貢献する能力を証明したと委員会が考える従業員

を選出することができるとともに、その単独の裁量で法律によって許されるすべての条件の内容および各報奨

の額を決定する。

 

第6条　制限および誓約

 

6.1　参加者の義務：委員会が設定する他の条件に加えて、本プランの条件に基づく報奨の付与を対価として、

参加者である各従業員は、次の通り同意する。前述に関わらず、参加者がカリフォルニア州に居住する場合、その期間の

いずれの時点においても、(i) 第6.1項(a)、(b)、および(c)をかかる参加者に適用しないものとし、および、(ii) 第6.1

項(d)については、それがかかる参加者の雇用終了後に第6.1項(b)および(c)と類似の制限を課す可能性がある限り、かか

る参加者には適用しないものとする。さらに、前述に関わらず、参加者がマサチューセッツ州に居住する場合、その期間

のいずれの時点においても、第6.1項(b)の適用はかかる参加者の雇用の終了日後1年間に限定するものとする。
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(a)オプションまたは株式評価益受益権（SAR）を行使する権利は、権利行使時に参加者が、オプションもしく

はSARの行使日後最低1年間当社もしくはその子会社の1社の雇用下に残ることを意図すること、または、オプ

ションもしくはSARの行使日後1年以内に当社もしくはその子会社の1社を退職する予定であるが、第6条の非競

争条項に違反するいかなる活動にも従事する意図はないことのいずれかを証明することを条件とする。

(b)当社ならびにその関係会社および子会社の営業権を保護し、当社またはその関係会社もしくは子会社の秘

密・専有企業情報の開示を防止し、結果として事業の長期的成功を確実にするため、参加者は、参加者の雇用

の終了日後2年間、当社の最高人事責任者および最高法務責任者の書面による事前の承諾なしに、取締役、

オーナー（事業の保有比率が5パーセント未満の受動的投資家を除く）、マネージャー、監督者、従業員、ア

ドバイザー、コンサルタント等としてかを問わず、当社またはその関係会社もしくは子会社の製品と同じもし

くは類似または競合する製品（既存の製品、および当社またはその関係会社もしくは子会社の1社による参加

者の雇用の結果として開発中であることを参加者が知っている製品の両方を含む）の製造、開発、広告、販促

または販売に関連して、（当社の事業活動がその性質上グローバルであると認識されていることを踏まえて）

世界各地のいかなる法域においても、次の各号に関するいかなる活動にも従事せず、これに関するいかなる役

務も提供しない。

(i)雇用終了前の2年間のいずれかの時点において参加者の仕事が直接関係した活動または役務

(ii)参加者が、その職務遂行および職務の結果として、当社またはその関係会社もしくは子会社の秘密・

専有企業情報についての知識を獲得した活動または役務

本第6.1項(b)の目的上、参加者は、情報を含むメモもしくは文書を実際に受け取るもしくは閲覧することによ

り、または情報が議論もしくは開示される会議に実際に参加することにより、直接接した情報についての知識

を有していると確定的に推定される。

(c)当社によるその従業員への投資を保護し、事業の長期的成功を確実にするため、参加者は、参加者の雇用

の終了日後5年間、当社の書面による事前の承諾なしに、当社またはその関係会社もしくは子会社の従業員に

対して、他社で勤務することまたは役務を提供することの勧誘を直接または間接に試みてはならず、当社また

はその関係会社もしくは子会社の顧客またはパートナーとの取引または事業を直接または間接的に勧誘するこ

とを試みてはならない。

(d)本プランの主な目的は当社の継続的成功を確実にするため当社（すべての関係会社および子会社を含む）

の従業員とその株主の間の利害の一致を強化することであるため、第6.1項(h)を条件として、参加者は、当社

またはその関係会社もしくは子会社の最善の利益に著しく反するいかなる行為も行わない。本第6.1項(d)の目

的上、「当社またはその関係会社もしくは子会社の最善の利益に著しく反する」行為には、当社またはその関

係会社もしくは子会社の評判、営業権、安定、運営、人員の保持・管理、または事業に著しい悪影響を及ぼし

ているまたは合理的にその可能性が高いと委員会が判断する、参加者が行った行為またはその恐れを含むが、

それらに限られない。

(e)第6.1項(h)を条件として、本第6条の規定は、参加者が知る当社またはその関係会社もしくは子会社の秘

密・専有企業情報を、特定の秘密・専有企業情報が（参加者の過失によらず）一般に知られるまで（その時点

で当該情報の利用および開示に関する制限は解除される）当該情報を利用または開示しない参加者の継続的義

務（参加者は本プランに基づく報奨を受け入れることによって承認する）に代わるものではなく、それらに加

えて適用されるものである。当社またはその関係会社もしくは子会社の1社がより広い活用を検討している、

開発中、試験発売中、または一部地域でマーケティングもしくは販促されている商品に関する情報は、かかる

より広い活用が実際に商業的に実施されるまで、一般に知られているとはみなされない。本第6条おいて使用

される「一般に知られている」とは、米国内の業界全体で、または米国外で勤務する参加者の場合、該当する

米国外の国の業界全体で知られていることを意味する。

(f)第6.1項(h)を条件として、参加者は、本プランの条件に基づいて付与される報奨を受け入れることによっ

て、参加者が当社またはその関係会社もしくは子会社いずれかの秘密・専有企業情報をその権限なしに利用ま

たは開示するか、その恐れがある場合、あるいは本第6条のその他の誓約に違反するかその恐れがある場合、

当社またはその関係会社もしくは子会社の1社は、参加者によるかかる行為を防ぐために差止めによる救済お

よび他の適切な救済を受ける権利を有することを認める。参加者は、本第6条の違反または予想される違反に

よって当社にもたらされる損害は、とりわけ、後続して発生する金銭的損害に関して容易に証明できないこと

から本来回復不能であることを認める。参加者は、管轄地の裁判所による仮または確定した衡平法上の救済

は、当社またはその関係会社もしくは子会社の1社の要請により、参加者の管轄地の裁判所の同意によって実

行され、同裁判所によって強制されること（いずれかの当事者の当該救済を与えた法的手続きに関して控訴す

る権利に影響を与えない）に同意する。

(g)第6.1項(h)を条件として、参加者は、参加者が当社の役員報酬償還方針（Company’s Executive Officer

Recoupment Policy）またはいずれの後継の方針の対象となる場合、かかる方針は、本プランに基づく報奨に

関し適用され、および本第6条に規定するその他の全ての制限および救済に追加されることを了解する。
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(h)本第6条に規定する守秘義務要件に関わらず、参加者による企業秘密の開示が、(i) 法律違反の疑いを報告

または調査する目的でのみ、直接または間接的に連邦政府、州政府、もしくは地方政府の職員に対し、または

弁護士に対し秘密に行われる場合、(ii) 訴訟その他の手続で訴状等の書面の中で封印して開示する場合、ま

たは、(iii) 法律違反の疑いを報告する目的で、報復を主張する訴訟での使用に供するために参加者の弁護士

に対して開示される場合（ただし、参加者は、企業秘密を含むいかなる文書も封印した形で提出し、裁判命令

に従う場合を除き、企業秘密を開示しないことを条件とする）、参加者は2016年連邦営業秘密防衛法によって

連邦又は州の営業秘密関連法に基づく刑事責任および民事責任から免責される。さらに、本第6条に定めるい

かなる条項も、参加者による、(1) 政府機関または政府組織（アメリカ合衆国司法省、証券取引委員会、アメ

リカ合衆国議会、または省庁の監察官を含むがそれらに限定されない）に対する、証券法違反の可能性を含

む、連邦法または連邦規則違反の可能性の報告、(2) 連邦法または連邦規則の通報者保護条項に基づき保護さ

れるその他の開示、または、 (3) その他の方法による連邦の通報者保護制度（米国証券取引委員会、およ

び／または労働安全衛生局が管理する制度を含むがそれらに限定されない）への完全な参加のいずれも禁止す

るものではない。参加者は、かかる報告または開示を行うために当社からの事前の承認を必要とせず、かかる

開示に関し当社に通知する義務はない。

(i)本第6条に含まれる規定のいずれかが、理由を問わず、現行法または本プランに基づく報奨の参加者による

受入れの後制定される法律の適用によるかを問わず、管轄裁判所によって活動範囲、期間または地域があまり

に広すぎると判断された場合、参加者は、当社またはそのいずれかの関係会社もしくは子会社が当該裁判所に

当該規定をその時点で適用される法律と矛盾しない範囲で強制可能となるよう制限または縮小して解釈するよ

う要請することに加わることに同意する。本第6条の条件、規定、誓約または制限の1つ以上が管轄地の裁判所

によって無効または強制不能と判断された場合でも、本第6条の残りの条件、規定、誓約および制限は、完全

かつ有効であり、一切影響を受けず、損なわれず、または無効とされない。

 

6.2　救済：委員会は、参加者が本プラン（本第6条を含む）が定めるすべての条件を遵守しない場合、期限が

きていない、未払い、または繰延された報奨をいつでも無効にし、取り消し、停止し、保留し、または限定もしくは制限

することができる。参加者は、本プランの条件に基づいて付与される報奨を受け入れることによって、本第6.2項および

下記第6.3項で定める救済は当社またはその関係者もしくは子会社がコモンローまたはエクイティーにより有する救済

（差止め命令および他の適切な救済を含むが、それらに限定されない）に追加されるものであることを認める。参加者は

さらに、上記の第6.1項(f)に矛盾せず、本第6条のいかなる誓約の違反またはその恐れも、当社またはその関係会社もし

くは子会社の1社に対する回復不能な損害に繋がる可能性があり、その場合、かかる損害に対しコモンロー上の適切な救

済は存在せず、よって当社またはその関係会社もしくは子会社の1社が、実際の損害の証明又は保証金の支払いなく、管

轄裁判所から保全命令、仮差止め命令、および／または終局的差止め命令を得る権利を有することを了解する。参加者が

本プラン（本第6条を含む）に定めるすべての条件を遵守せず、本プランを執行するために訴訟等の正式な法的措置が必

要となった場合において、当社が勝訴当事者である場合、当社は参加者に由来する当社の合理的な費用および弁護士報酬

を記録する権利を有するものとする。参加者は、当社がいずれの形式（一時的であるか、暫定的であるか、またはその他

の形式であるかを問わない）の部分的または完全な差止めによる救済を獲得した場合、費用および弁護士報酬を認める目

的において、当社を勝訴当事者とみなすことに同意する。

 

6.3　返済義務：報奨の権利行使、支払いまたは交付において、参加者は、自身が本プランの条件を遵守したこ

とを当社が受け入れ可能な方法で証明するものとする。参加者が報奨の権利行使、支払いまたは交付の前または後のいず

れかの時点において本第6条の規定を遵守しない場合、かかる参加者は、(a)かかる違反の3年前、または(b)参加者の雇用

の終了の6ヵ月前のいずれか早い方の日の後に発生した報奨の権利行使、支払いまたは交付による正味手取金を当社に返

済するものとする。かかる参加者は、正味手取金を当社が要求する方法および条件で当社に返済するものとし、当社は、

内国歳入法セクション409Aと矛盾しない範囲で、かかる正味手取金を当社が参加者に負う額と相殺する権利を有する。本

項の目的上、「正味手取金」とは、(1)オプションまたはSARの各権利行使について、オプション価格と(i)権利行使日の

当社株式の価格または(ii)対象となる当社株式の処分により実現した額のいずれか大きい方の額の差額から当社が源泉徴

収した適用税金額を控除した額、(2) RSUまたは職務実績株式ユニットについて、(i)参加者に交付された当社株式数

（ネットベース）に交付日の当社株式終値を乗じた額または(ii)交付された当社株式数（ネットベース）の処分により実

現した額のいずれか大きい方の額から（いずれの場合も）当社が源泉徴収した適用税金額を控除した額、(3)制限株式に

ついて、(i)制限期間が満了した後、参加者が保持または参加者に交付された当社株式数（ネットベース）に、制限期間

満了日の当社株式終値を乗じた額または(ii)交付された当社株式数（ネットベース）の処分により実現した額のいずれか

大きい方の額から（いずれの場合も）当社が源泉徴収した適用税金額を控除した額、(4)他のすべての報奨について、参

加者に交付された当社株式または現金の価値から当社が源泉徴収した適用税金額を控除した額、を意味する。

 

6.4　権利行使の停止：当社は、会社の目的上必要または適切と当社がみなす場合、報奨の権利行使を随時停止

する権利を留保する。かかる停止は、オプションまたは株式評価益受益権をその満了日を超えて延長するものではなく、

また、いかなる場合も満了日の直前5暦日間は停止されない。

 

第7条　ストックオプション

 

7.1　オプションの付与：オプションは、委員会がその単独の裁量で決定する数、条件で、またいつでも随時、

参加者に付与することができる。オプションの各付与については、当該オプションが非適格ストックオプションかインセ

ンティブ・ストックオプションかを記載する報奨契約を証拠とする。
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7.2　オプション価格：オプションの各付与についてのオプション価格は、委員会がその単独の裁量で決定し、

当該オプションの証拠となる報奨契約に記載される。ただし、オプション価格は、第4.5項で定める調整を条件として、

オプション付与日時点の当社株式の公正市場価格の100%以上でなければならない。

 

7.3　オプションの期間：参加者に付与されるオプションの期間は、委員会がその単独の裁量で決定する。ただ

し、いかなるオプションも、付与日の10回目の応当日の後に行使することはできない。

 

7.4　オプションの権利行使：オプションは、委員会が承認する日時にまた承認する制限および条件に従って行

使することができ、かかる条件および制限は、オプションがその付与日後1年以内は行使できない（参加者死亡の場合を

除く）ことを除き、各付与または各参加者について同じである必要はない。

 

7.5　権利行使の通知：オプションは、行使の対象となる当社株式数を記載した、当社もしくは当社が指名する

代理人に対して委員会が特定もしくは受け入れ可能な様式による権利行使の通知を交付することによって、または委員会

が認める代わりの手続きに従うことによって、行使される。

 

7.6　オプション価格の支払い：オプションが行使される当社株式の発行の条件は、オプション価格の支払いで

ある。行使されたオプションのオプション価格は、次の手法の1つに従って当社に支払われる。

(a)現金またはその等価物による

(b)現金を必要としない（証券会社が協力する）権利行使による

(c) (a)および(b)の組み合せによる

(d)委員会がその単独の裁量で承認または受け入れた他の手法

委員会が異なる決定をしない限り、上記すべての手法に基づくすべての支払いは、米ドルまたは当社株式（いず

れか該当する方）で支払われる。

 

7.7 　ISOに関する特別ルール：本プランのいかなる反対規定にもかかわらず、参加者にISOの形で付与された

オプションは、次のルールに従う。ISOは、内国歳入法セクション422で定義される通り、当社、親会社または子会社の適

格業員に対してのみ付与することができる。ISO付与の証拠となる報奨契約は、当該付与がISOを意図するものであること

を記載しなければならない。ISOの各付与のオプション価格は、第4.5項で定める調整を条件として、ISO付与日時点の当

社株式の公正市場価格の100%以上（内国歳入法セクション422が意味する10%の所有者の場合、オプション価格は当該公正

市場価格の110%以上）でなければならない。参加者に付与されたISOは、当該参加者のみその存命中に行使することがで

きる。参加者がISOを行使できる期間は、その付与日から10年（内国歳入法セクション422が意味する10%の所有者である

参加者の場合、5年）を超えることはできない。(a)ISOに指定されたオプションが対象とする当社株式と(b)当社、親会社

および子会社のすべてのプランに基づき暦年中に初めてその保有者が行使することができる他のISOが対象とする当社、

親会社および子会社の株式の公正市場価格合計が10万ドルを超える場合、当該オプションの10万ドル超部分は非適格ス

トックオプションとみなされる。前文の目的上、(a)オプションは付与された順に考慮され、(b)当社株式の公正市場価格

はオプションまたは他のISOが付与される時点で決定される。本プランにおいて、ISOに関して交付することができる当社

株式は1億株以内とする。いかなるISOも、(a)取締役会による本プランの採択と(b)発効日のいずれか早い方の日から10年

経過後に付与することはできない。いかなるISOも、遺言または相続・遺産分配に関する法律によるものを除き、売却、

移転、入質、譲渡または入担することはできない。ただし、委員会の裁量により、ISOは、移転をする参加者が唯一の受

益者であるグランタートラスト（委託者課税信託）に移転することができる。

 

第8条　株式評価益受益権

 

8.1　SARの付与：SARは、委員会がその単独の裁量で決定する数、条件で、またいつでも随時、参加者に付与す

ることができる。SARの各付与については、報奨契約を証拠とする。

 

8.2　付与価格：SARの各付与についての付与価格は、委員会が決定し、当該SARの証拠となる報奨契約に記載さ

れる。ただし、付与価格は、第4.5項で定める調整を条件として、付与日時点の当社株式の公正市場価格の100%以上でな

ければならない。
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8.3　SARの期間：参加者に付与されるSARの期間は、委員会がその単独の裁量で決定する。ただし、いかなる

SARも、付与日の10回目の応当日の後に行使することはできない。

 

8.4　SARの権利行使：SARは、委員会が承認する日時にまた承認する制限および条件に従って行使することがで

き、かかる条件および制限は、SARがその付与日後1年以内は行使できない（参加者死亡の場合を除く）ことを除き、各付

与または各参加者について同じである必要はない。

 

8.5　権利行使の通知：SARは、行使の対象となる当社株式数を記載した、当社もしくは当社が指名する代理人

に対して委員会が特定もしくは受け入れ可能な様式による権利行使の通知を交付することによって、または委員会が認め

る代わりの手続きに従うことによって、行使される。

 

8.6　SARの決済：SARの行使により、第8.5項に従って適切に記載され当社に提出された権利行使通知に従っ

て、参加者は、下記(a)および(b)の積に相当する額の支払い金を当社から受け取る権利を有する。

(a) 権利行使日の当社株式公正市場価格が付与価格を上回る額

(b) SARが行使される当社株式数

支払いは、該当する報奨契約の定めに従って現金、当社株式、またはそれらの組み合わせで行われる。米国外

に所在する当社子会社によるSARの償還の場合、償還差額は、権利行使日に米ドルで算出され、該当する現地

通貨に転換される。

 

第9条　制限株式

 

9.1　制限株式の付与：制限株式は、委員会がその単独の裁量で決定する数、条件で、またいつでも随時、参加

者に付与することができる。制限株式の各付与は、報奨契約を証拠とする。

 

9.2　制限の内容：制限株式の各付与には、委員会がその単独の裁量で決定し該当する報奨契約で定める条件お

よび制限を満たすことで終了する制限期間がある。かかる条件または制限は、次のうち1つ以上を含むが、それらに限定

されない。

(a)特定の職務達成目標の達成に基づく制限、および／または、

(b)時間に基づく制限

 

9.3　議決および配当に関する権利：委員会で別段の決定がなされ、参加者の該当する報奨契約で定められない

限り、法律によって許可されるまたは義務付けられる範囲で、委員会の決定に従って、本プランに基づいて付与された当

社制限株式を保有する参加者は、当社株式に関する議決権を完全に行使する権利および制限期間中に当社株式について宣

言された配当を受け取る権利を付与される。ただし、その権利確定が1つ以上の職務達成条件の充足によって決まる報奨

の場合、当該配当は、基になる報奨と同じ職務達成条件を満たすことを条件とする。

 

第10条　制限株式ユニット

 

10.1　制限株式ユニットの付与：制限株式ユニットは、委員会がその単独の裁量で決定する数、条件で、また

いつでも随時、参加者に付与することができる。1つまたは複数の制限株式ユニットの付与は当社株式の付与を意味しな

いが、役務の完了、職務達成条件または制限期間にわたって適用される報奨契約が定める他の条件に基づいて対応する数

の当社株式または各当社株式の価値を交付する約束である。制限株式ユニットの各付与については、報奨契約を証拠とす

る。

 

10.2　制限の内容：制限株式ユニットの各付与には、委員会がその単独の裁量で決定し該当する報奨契約で定

める条件および制限を満たすことで終了する制限期間がある。かかる条件または制限は、次のうち1つ以上を含むが、そ

れらに限定されない。

(a)特定の職務達成目標の達成に基づく制限、および／または、

(b)時間に基づく制限

 

10.3　議決および配当に関する権利：参加者は、本プランに基づいて付与された制限株式ユニットまたは本プ

ランに基づいて付与された制限株式ユニットに対応する当社株式に関する議決または配当に関する権利を、当該当社株式

が参加者に交付される前には有しない。参加者は、第14条に従って報奨の条件に基づく配当同等物に対する権利を有する

ことができる。

 

10.4　制限株式ユニットの決済および支払い：委員会によって別段の決定がなされない限り、制限株式ユニッ

トは、報奨契約で定める日に当社株式の形で支払われる。本第10.4項に基づき参加者に支払われるいかなる当社株式に

も、委員会が適切とみなす制限を適用することができる。
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第11条　職務実績株式ユニット

 

11.1　職務実績株式ユニットの付与：職務実績株式ユニットは、委員会がその単独の裁量で決定する数、条件

で、またいつでも随時、参加者に付与することができる。職務実績株式ユニットの付与は当社株式の付与を意味しない

が、職務達成条件および（適用される場合）役務条件の満足により当社株式または現金を交付する約束である。職務実績

株式ユニットの各付与については、報奨契約を証拠とする。

 

11.2　職務実績株式ユニットの獲得：該当する職務達成期間が終了した後、職務達成期間にわたって参加者が

獲得する職務実績株式ユニットの数は、対応する職務達成目標が達成された程度に応じて決定される。本決定は、委員会

のみが行う。

 

11.3　議決および配当に関する権利：参加者は、本プランに基づいて付与された職務実績株式ユニットまたは

本プランに基づいて付与された職務実績株式ユニットに対応する当社株式に関する議決または配当に関する権利を、当該

当社株式が参加者に交付される前には有しない。参加者は、第14条に従って報奨の条件に基づく配当同等物に対する権利

を有することができる。

 

11.4　職務実績株式ユニットの決済および支払い：委員会によって別段の決定がなされない限り、獲得された

職務実績株式ユニットはすべて、該当する職務達成期間の終了時に、または報奨契約で定める他の時、当社株式の形で支

払われるものとする。本第11.4項に基づいて参加者に支払われる当社株式には、委員会が適切とみなす制限を課すことが

できる。

 

第12条　他の株式ベース報奨および現金ベース報奨

 

12.1　他の株式ベース報奨および現金ベース報奨の付与

(a)委員会は、本プランの条項に記載されていない他の株式ベース報奨を、委員会がその単独の裁量で決定す

る額および条件で参加者に付与することができる。かかる報奨は、参加者への当社株式現物の移転、または当

社株式の価値に基づく額の現金等による支払いを含むことができる。

(b)委員会は、本プランの条項に記載されていない現金ベース報奨を、委員会がその単独の裁量で決定する額

および条件で参加者に付与することができる。

(c)他の株式ベース報奨および現金ベース報奨の各付与については、委員会が決定する場合を除き、報奨契約

を証拠とする。

 

12.2　他の株式ベース報奨および現金ベース報奨の価値

(a)他の株式ベース報奨はそれぞれ、委員会がその単独の裁量で決定する通り、当社株式または当社株式に基

づくユニットで表される。

(b)各現金ベース報奨は、委員会がその単独の裁量で決定する支払い額または支払い額の範囲を特定する。委

員会がその裁量で職務達成目標を設定する場合、参加者に支払われる現金ベース報奨の価値は、当該職務達成

目標が満たされる程度によって決まる。

 

 

12.3　他の株式ベース報奨および現金ベース報奨の支払い：現金ベース報奨および他の株式ベース報奨に関す

る支払いは、もしあれば、該当する報奨契約の条項に従って委員会がその単独の裁量で決定する通り、現金、株式または

それらの組合せで行われる。

 

第13条　権利確定

本プランに基づく各報奨には、最低1年間の権利確定期間が適用される。ただし、この最低限の権利確定期間は

以下には適用されないものとする。(a) 死亡または支配権の変動を理由とする早期の権利確定、または (b) 本プランに

基づいて発行可能な当社株式の5％を上限として付与される報奨。非従業員取締役に付与された報奨のうち、当該報奨の

付与がなされた年次株主総会から次回の年次株主総会までの期間と同一かこれを超える権利確定期間を有するものについ

ては、当該報奨の権利確定期間は最低1年間と解釈される。疑義を避けるために付言すると、退職、非自発的な雇用終了

またはその他の事由により権利執行の失効リスクに晒されなくなったが最低1年間の当初の権利確定期間が経過する前に

支払われなかった報奨については、本条項の解釈上、最低1年間の権利確定期間の対象となるとみなされる。
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第14条　配当および配当同等物

オプションおよびSARを除き、委員会は、参加者に付与された報奨に従って、当社株式について宣言された配当

に基づく配当同等物を参加者に付与することができる。かかる配当同等物は、委員会が決定する期間中の該当する配当支

払日に参加者に対して入金される。配当同等物は、委員会が決定する計算式で、委員会が決定する日時に、委員会が決定

する制限に従って現金または追加の当社株式もしくは報奨に転換され、支払われる。前述にかかわらず、あらゆる報奨に

関連する配当および配当同等物は、基になる報奨と同一の権利確定期間および（あれば）職務達成条件を満たすことが条

件となり、基になる報奨と同時に参加者に支払われる。

 

第15条　報奨および当社株式の譲渡可能性

 

15.1　報奨の譲渡可能性：第15.2項で定める場合を除き、参加者の存命中、オプションおよびSARは、参加者の

み個人的に、または、参加者が法律上無能力になった場合、参加者の正当に指名した法定後見人が行使することができ

る。報奨は、遺言または相続・遺産分配に関する法律、または（本プランの管理者が認める場合にはそれが指定する方法

での）死亡時の受取人の指示による場合を除き、譲渡することはできない。また、本第15.1項に違反する移転の主張は、

無効とする。

 

15.2　委員会の措置：第7.7項で定める場合を除き、委員会はその裁量で、第15.1項にかかわらず、報奨は譲渡

人への対価なしに譲受人に譲渡することができ、当該譲受人が行使できること、また委員会が適切とみなす条件に従うこ

とを決定することができる。ただし、いかなる報奨も、株主の承認なしに有償で譲渡することはできない。

 

15.3　当社株式の譲渡可能性に関する制限：委員会は、本プランに基づいて参加者が獲得した当社株式いずれ

にも委員会が望ましいと考える制限（最低保有期間要件、適用される連邦証券法に基づく制限、当社株式がその時点で上

場されているもしくは取引されている証券取引所もしくは市場の要件に基づく制限、または当該株式に適用されるブルー

スカイ法もしくは州証券法に基づく制限を含むが、それらに限られない）を課すことができる。

 

15.4　参加者の死亡後の譲渡可能性：参加者死亡後のオプションまたは株式評価益受益権の行使の目的上、

(a)オプションまたは株式評価益受益権が第15.1項に基づいて譲渡された個人は、当該参加者の死亡日に行使

可能か否かを問わず、オプションまたは株式評価益受益権の行使期限日より前いつでも、残存するオプショ

ン、株式評価益受益権またはそれらの一部を行使する権利を有する。

(b)死亡した参加者の遺産の正当に指名された遺言執行者および遺産管理人は、オプションおよび株式評価益

受益権に関して遺産受取人または遺産相続権者が参加者の遺産分配の後有するのと同じ権利および義務を有す

る。

 

第16条　雇用の終了または取締役職の終了

 

16.1　雇用の終了または取締役職の終了の効果一般：報奨の付与の証拠となる各報奨契約は、下記について定

める。

(a)参加者の雇用の終了後または取締役職の終了後、参加者に帰属するまたは失権する報奨の範囲

(b)オプションまたはSARの形の報奨に関して、参加者の雇用の終了後または取締役職の終了後、参加者が有す

るオプションまたはSARを行使する権利の範囲

 

上記の規定は、委員会の単独の裁量で決定され、各参加者との間で締結された各報奨契約に記載され、すべての

報奨契約において同一である必要はなく、雇用終了の原因に基づく違いを反映することができる。

 

16.2　正当な事由による雇用の終了の効果：上記第16.1項で正当とされる報奨契約で定める失権事由に加え

て、正当な事由による参加者の雇用の終了または取締役職の終了は、下記に従って参加者の未行使報奨を失権させる。

(a)参加者に付与された未行使かつ権利確定していないオプション、SAR、制限株式、RSU、職務実績株式ユ

ニット、現金ベース報奨および他の株式ベース報奨は、参加者の雇用の終了または取締役職の終了により失権

する。

(b)参加者に付与された、権利確定したが未行使のオプションおよびSAR、権利確定したが未決済のRSU、獲得

されたが未決済の職務実績株式ユニット、ならびに獲得されたおよび／または権利確定した現金ベース報奨お

よび他の株式ベース報奨は、参加者の雇用の終了または取締役職の終了により失権する。
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第17条　支配権の変動の効果

本プランのいかなる反対規定にもかかわらず、本第17条の規定は、支配権の変動が発生した場合に適用される。

 

17.1　承継会社が引き継いだ報奨：支配権の変動の発生により、支配権の変動を実現した法人が引き継いだ

（下記第17.2項で定義する）本プランに基づき付与された報奨は、支配権の変動日から2年間に下記が発生しない限り、

当初付与時の条件に従って権利確定し行使可能となる。

(a)参加者の雇用または取締役職が正当な事由以外の事由により非自発的に終了となる。または、

(b)従業員である参加者が十分な理由によりその雇用を終了する。

 

上記(a)または(b)があてはまる場合、報奨は完全に権利確定し行使可能になり、報奨に適用される制限は失効

し、委員会の判断で職務実績が特定可能である場合は参加者の当該終了日までの実際の職務実績に基づいて、かつ実際の

職務実績が特定不可の場合は目標とする職務実績の水準に基づいて、職務実績報奨は目標に達したとみなされる。前述に

かかわらず、内国歳入法セクション409Aに従う報奨に関しては、支配権の変動が当該セクション409Aが意味する「支配権

の変動事由」でない場合、雇用の終了または取締役職の終了が発生しなかった場合に支払いが行われていたであろう日に

支払いが行われるものとする。本第17.1項の目的上、十分な理由による雇用の終了は、下記が行われない限り、十分な理

由によるものとみなされない。

(a)参加者が、参加者が十分な理由を発生させる状況を知ってから60日以内に十分な理由により雇用を終了す

るその意思を示す書面による通知を当社に交付し、かつ、

(b)参加者が、かかる状況を是正可能な範囲で是正するために30日の猶予を当社に与える。

 

17.2　引き継がれた報奨の定義：本第17条の目的上、下記条件のそれぞれが満たされた場合、報奨は引き継が

れた（「引き継がれた」）とみなされる。

(a)オプションおよびSARが、内国歳入法セクション409Aを遵守する方法で代替報奨に転換される。

(b) RSUおよび制限株式が、支配権の変動を実現した法人（または承継会社もしくは親会社）の株式数を対象

とする代替報奨に転換される（当初報奨が対象とする同数の当社株式の扱いと実質的に類似の方法で決定され

る）。ただし、支配権の変動取引において当社株式の保有者が受け取る対価に当該法人（または承継会社もし

くは親会社）の普通株式の形ではない部分がある場合、代替報奨が対象とする株式数は、当該法人（または承

継会社もしくは親会社）普通株式の支配権の変動日の直前取引日における一般証券取引所における売値の高値

と安値の平均に基づいて決定される。

(c)代替報奨は、参加者にとって代替される元の報奨よりも不利ではない、雇用の終了または取締役職の終了

時に予定される権利確定および取扱いに関する規定（正当な事由および十分な理由の定義を含む）、かつ（該

当する場合）職務実績指標および関連の目標水準および支払要因を含み、代替報奨の他のすべての条件（代替

報奨が対象とする証券および株式数を除く）は、元の報奨と実質的に類似する。

(d)代替報奨が対象とする証券は、公開市場を介して保有され一般の証券取引所で広く取引されるクラスであ

る。

 

17.3　承継会社によって引き継がれなかった報奨

 

(a)支配権の変動の発生により、支配権の変動を実現する者または法人によって引き継がれなかった本プラン

に基づく報奨は、支配権の変動日に完全に権利確定し行使可能となり、当該報奨に適用される制限はすべて失

効し、職務実績報奨はすべて、委員会の判断で当該職務実績が特定可能である場合は支配権の変動日までの実

際の職務実績に基づいて、かつ実際の職務実績が特定不可の場合は目標とする職務実績の水準に基づいて、目

標を達成したとみなされる。当該報奨に関する支払いは、次の通り行われる。

(i)各オプションおよびSARについて、参加者は、支配権の変動取引において当社株式の保有者が受け取る

対価（承継会社または親会社の証券を含む現金または他の資産で構成される）と該当するオプションまた

はSARの行使価格の差額がプラスの場合には、かかる差額に等しい支払いを受け取る。当該支払いは、当社

株式の保有者が受け取る対価と同じ形で行われる。支配権の変動に関連して当社株式の保有者が受け取る1

株当たり対価よりも高い行使価格のオプションまたはSARは、追加の対価なしに無効とされる。

(ii)制限株式、RSUまたは職務実績株式ユニットの各当社株式について、参加者は、当該参加者が支配権の

変動取引の直前に制限株式、RSUまたは職務実績株式ユニットが対象としていた当社株式数と等しい数の当

社株式の保有者であったとしたら当該取引において受け取っていたであろう対価（承継会社または親会社

の証券を含む現金または他の資産で構成される）（委員会の判断で当該職務実績が特定可能である場合は

支配権の変動日までの実際の職務実績に基づいて、かつ実際の職務実績が特定不可の場合は目標とする職

務実績の水準に基づいて）を受け取る。

(b)本第17.3項(a)(i)および(ii)が企図する支払いは、支配権の変動時またはその後可及的速やかに支払われ

る。ただし、内国歳入法セクション409Aに従う報奨に関して、支配権の変動がセクション409Aが意味する「支

配権の変動事由」でない場合、支払いは、支配権の変動が発生していなかったとしたら支払いが行われていた

であろう日に支払われる。

 

第18条　参加者の権利

 

18.1　雇用：本プランまたは報奨契約のいずれの規定も、(a)当社または子会社のその参加者との雇用契約をい

つでもまたは法律によって禁止されないいかなる理由でも解除する権利をいかなる形であれ妨げるまたは制限するもので
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はなく、(b)参加者に特定の期間、取締役としての雇用または役務の提供を続ける権利を与えるものでもない。報奨も本

プランに基づいて生じる給付も、当社または子会社との雇用契約を構成せず、したがって、第3条および第19条を条件と

して、本プランおよび本プランに基づく給付は、取締役会の単独かつ排他的な裁量でいつでも、当社、子会社、委員会ま

たは取締役会に一切の責任を負わせることなく、変更または解除することができる。

 

18.2　参加：いかなる個人も、本プランに基づく報奨を受け取る個人に選ばれる権利を有さず、または、選ば

れたとしても、将来の報奨を受け取る個人に選ばれる権利を有しない。

 

18.3　株主としての権利：本プランで別途定める場合を除き、参加者は、報奨が対象とする当社株式に関し

て、参加者が当該当社株式の保有者として登録されるまで株主の権利のいずれも有しない。

 

 

第19条　変更および解除

 

19.1　本プランおよび報奨の変更および解除

(a)本プラン本第19.1項(b)および(c)ならびに第19.3項を条件として、取締役会または委員会は、いつでも本

プランを変更もしくは解除するまたは未行使の報奨を変更もしくは解除することができる。

(b)第4.5項で定める場合を除き、株主の事前の承認なしに未行使の報奨の条件につき下記のいずれかの変更を

行うことはできない。

 

(i)未行使オプションのオプション価格を引き下げる、または未行使SARの付与価格を引き下げる。

(ii)未行使オプションまたはSARを、当該オプションよりもオプション価格が低い他のオプションまたは当

該SARよりも付与価格が低い他のSARと引き換えに無効にする。

(iii)オプション価格が当社株式公正市場価格より低い未行使オプションを、または付与価格が当社株式公

正市場価格より低い未行使SARを、現金または別の報奨と引き換えに当該日に無効にする。

(c)上記にかかわらず、当社株式が上場されている証券取引所もしくは気配値が提示されている気配システム

が定める規則に従って、または適用される米国の州会社法もしくは規制、適用される米国連邦法もしくは規制

および報奨が本プランに基づいて付与されているもしくは将来付与される外国もしくは管轄の適用法によって

株主の承認が必要とされる場合、本プランのいかなる変更も、株主の承認なしに行うことはできない。

 

19.2　特定の異常または非継続的事態の発生による報奨の調整：委員会は、当社もしくは当社の財務諸表に影

響を及ぼす異常もしくは非継続的事態（第4.5項に記載される事態を含むが、それらに限定されない）または適用される

法律、規制もしくは会計基準の変更を認識し、委員会が本プランにおいて可能とすることを意図する給付または潜在的給

付の意図しない希薄化または拡大を防ぐために報奨の条件および報奨に含まれる基準を調整することが適切と判断した場

合いつでも、かかる調整を行うことができる。前述の調整に関する委員会の決定は（もしあれば）、最終的なものであ

り、本プランの参加者を拘束する。参加者は、本第19.2項に従って行われる報奨の調整について、本プランに基づく報奨

を受け入れることによって追加の対価または行為なしに同意する。

 

19.3　以前付与された報奨：本プランのいかなる反対規定（第19.2項、19.4項および第21.15項を除く）にもか

かわらず、本プランまたは報奨契約の解除も変更も、本プランに基づいて以前に付与された報奨に対して、当該報奨を保

持する参加者の書面による同意なしに重要な形で悪影響を与えることはできない。

 

19.4　法律に適合させるための変更：本プランの他のいかなる反対規定にもかかわらず、取締役会または委員

会は、本プランまたは報奨契約を、同種のまたは類似の性質のプランに関する法律およびそれらに基づいて公布された行

政上の規制および決定に適合させることを目的として効果を遡及等させるために必要または望ましいと考える通り、本プ

ランまたは報奨契約を変更することができる。参加者は、本第19.4項に従って行われる本プランおよび報奨の変更につい

て、本プランに基づく報奨を受け入れることによって追加の対価または行為なしに同意する。
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第20条　源泉徴収

 

20.1　源泉徴収額：当社は、本プランにより生じる課税対象事由に適用される国内外の連邦、州および地方源

泉税要件を満たす上で必要な金額を控除もしくは源泉徴収する、または参加者に当社に送金することを要求する権限およ

び権利を有する。ただし、いかなる場合も、かかる控除もしくは源泉徴収または送金は該当する法域における法定の最大

源泉徴収額を超えることはできない。

 

20.2　株式による源泉徴収：オプションまたはSARの行使、制限株式の制限失効、制限株式ユニットもしくは職

務実績株式ユニットの決済、または本プランに基づいて付与される報奨により生じる他の課税対象事由（個別にまたは総

称して、「株式支払い」）により必要とされる源泉徴収に関して、委員会は、本プランの結果として生じる課税対象事由

に関連して（国内外の）該当する連邦、州および地方の源泉徴収要件を満たす上で必要な金額に等しい（源泉徴収が決定

された日の）公正市場価格を有する数の当社株式を株式支払いから源泉徴収させることで源泉徴収要件の全部または一部

を満たすことを選択することができる。ただし、いかなる場合も、かかる源泉徴収は該当する法域における法定の最大源

泉徴収額を超えることはできない。

 

第21条　一般的規定

 

21.1　説明文：当社株式の証書は、委員会が適切とみなす当該株式の移転に関する制限を反映する説明文を含

むことができる。

 

21.2　性および数：文脈により異なることが示される場合を除き、本プランで用いられる男性を示す語は女性

も含み、複数は単数を含み、単数は複数を含む。

 

21.3　可分性：本プランのいずれかの規定が理由を問わず違法または無効と判断された場合、かかる違法性ま

たは無効は、本プランの残りの部分に影響を及ぼさず、本プランは、あたかも違法または無効な規定が含まれなかったか

のように解釈され、強制される。

 

21.4　法律の要件：本プランに基づく報奨の付与および当社株式の発行は、適用されるすべての法律、規則お

よび規制、ならびに必要とされる政府機関または登録証券取引所の承認に従う。

 

21.5　権原の引渡し：当社は、下記より前、本プランに基づいて発行された当社株式の権原の証拠を発行また

は交付するいかなる義務も有しない。

(a)必要または望ましいと当社が判断する政府機関からの承認取得

(b)当社が必要または望ましいと判断する、適用される国内外の法律またはいずれかの政府機関の決定に基づ

く当社株式の登録または他の認可取得の完了

 

21.6　認可取得の不能：本プランに基づく当社株式の適法な発行および売却に必要と当社弁護士がみなす認可

を当社が管轄する規制機関から取得できないことは、必要な認可を取得できず当社株式を発行または売却できないことに

関する当社の責任を免除する。

 

21.7　投資に関する表明：委員会は、本プランに基づく報奨に従って当社株式を受け取る個人に、当該個人は

投資のために当社株式を取得しており、当該株式を売却または分配することを現在意図してないことを書面により表明お

よび保証することを要求することができる。

 

21.8　米国外で勤務する従業員：本プランのいかなる反対規定にもかかわらず、当社または子会社が活動また

は従業員もしくは取締役を有する他の国の法律を遵守するために、委員会は、その単独の裁量で、次の権能および権限を

有する。

(a)いずれの子会社が本プランの対象になるかを決定する。

(b)米国外のいずれの従業員または取締役が本プランの適格者か決定する。

(c)適用される外国の法律を遵守するために米国外の従業員または取締役に付与された報奨の条件を修正す

る。

(d)必要または望ましい行為の範囲で、サブ・プランを設定し、権利行使手続きおよび他の条件および手続き

を修正する。本第21.8項に基づいて委員会によって設定された本プランの条件および手続きに関するサブ・プ

ランおよび修正は、別紙として本プラン文書に添付される。

(e)報奨が付与される前後いずれにおいても、地方政府規制機関からの必要な免除または承認を得る、または

遵守するために望ましいと考える措置を講じる。
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上記にかかわらず、委員会は、適用される法律に違反する本プランに基づくいかなる措置も講じることはでき

ず、また適用される法律に違反するいかなる報奨も付与することはできない。

 

21.9　登録型株式：本プランが株式の移転を示す証書の発行を定める場合、適用法または証券取引所の規則に

よって禁止されない範囲で、当該株式の移転は、非株券ベースで実行される。

 

21.10　本プランの資金：参加者は、当社または子会社が本プランに基づく義務を果たすために行う投資に関し

て一切の権利、権原または権益を有しない。本プランのいずれの規定もその条項に従って講じられるいかなる措置も、い

かなる種類の信託または当社と参加者、受益者、法定代理人もしくは他の個人の間の受託関係も発生させずまたは発生さ

せると解釈することはできない。個人が本プランに基づいて当社または子会社から支払いを受け取る権利を取得する場

合、かかる権利は、当社または子会社の無担保一般債権者の権利を上回ることはできない。本プランにおいて明示的に定

める場合を除き、本プランに基づいて行われるすべての支払いは当社または子会社の一般資金から支払われ、いかなる特

別または別ファンドも設定されず、当該額の支払いを確保するためにいかなる資産隔離も行われない。

 

21.11　端株の不存在：本プランまたは報奨においては、端株は発行または交付されない。委員会は、現金、報

奨もしくは他の資産が端株の代わりに発行もしくは支払われるか、または当該端株もしくはその権利が失効もしくは排除

されるかを決定するものとする。

 

21.12　退職および福祉制度：本プランに基づく報奨も当該報奨に従って支払われる当社株式または現金も、当

社または子会社の退職金制度（適格および非適格両方）または福祉給付制度に基づき参加者に支払われる給付を計算する

にあたり「報酬」として含むことはできない。ただし、かかる他の制度が当該報酬は参加者の給付を計算するにあたって

考慮されると明示的に定める場合を除く。

 

21.13　繰延報酬：本プランに基づく報奨は内国歳入法セクション409Aから免除されるまたは内国歳入法セク

ション409Aを形式および運用において遵守することを意図する。参加者が内国歳入法セクション409Aで定義する「特定従

業員」で参加者が（死亡以外の理由で）離職したために参加者の報奨が決済される場合で、当該報奨が内国歳入法セク

ション409Aで定義する「繰延報酬」を構成するとき、参加者の報奨のうち本来参加者の離職から6ヵ月間に決済される部

分は、かかる6ヵ月の期間終了後（または、かかる6ヵ月の期間中に参加者が死亡した場合、死亡後）可及的速やかに決済

されなければならない。内国歳入法セクション409Aに従う報奨は、内国歳入法セクション409Aを遵守するように解釈され

る。

 

21.14　本プランの非排他性：本プランの採用は、取締役会または委員会による、参加者にとって望ましいとみ

なす他の報酬の取り決めを採用する権限に対する制限を構成すると解釈することはできない。

 

21.15　会社行為に関する制約の不存在：本プランのいずれの規定も、(i)当社もしくは子会社のその資本もし

くは事業構造を調整、再分類、再編もしくは変更する、または合併もしくは統合する、またはその事業もしくは資産の全

部もしくは一部を解散、清算、売却もしくは移転する権利もしくは権限を制限、損なうもしくは、影響を及ぼす、または

(ii)当社もしくは子会社の必要もしくは適切と自身が考える措置を講じる権利もしくは権限を制限する、と解釈されな

い。

 

21.16　準拠法：本プランおよび各報奨契約は、オハイオ州法に準拠する。ただし、本プランの解釈を他の管轄

の実体法に委ねることになる可能性のある抵触法または法の選択規則または原則を除外する。本プランまたは本プランに

基づく報奨に関連する訴訟は米国オハイオ州ハミルトン郡に所在する連邦または州裁判所に提起することができ、報奨を

受け取ることで参加者は、当該裁判所の管轄権を受諾することに同意し、本プランおよび報奨関連の訴訟に限定して当該

裁判所から送達を受けることを承諾する。

 

21.17　電子文書の交付および締結：当社は、適用法によって許可される範囲で、(i)電子メールまたは他の電

子的手段（当社または当社と契約した第三者が維持するウェブサイトでの掲示を含む）によって本プランまたは本プラン

に基づく報奨に関するすべての文書（証券取引委員会が必要とする趣意書を含むが、それに限られない）および当社が証

券所有者に交付する必要がある他のすべての文書（年次報告書および委任勧誘状を含むが、それらに限られない）を交付

する、ならびに(ii)参加者に委員会が定める方法で該当する本プラン文書（報奨契約を含むが、それに限られない）を電

子的に締結することを許可することができる。
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21.18　税効果に関する表明または保証の不存在：本プランのいかなる反対規定または当社、子会社もしくは取

締役会が講じる所得税、社会保険、給与税もしくは他の税に関する措置にもかかわらず、本プランに基づく報奨の受入れ

は、参加者が負うかかる税金に関する最終的な責任は参加者の責任であり、責任であり続けること、および当社は報奨の

税務処理についていかなる表明または保証もせず、参加者の税務上の責任（内国歳入法セクション409Aおよびセクション

457Aによるものを含むが、それらに限られない）を軽減または取り除くよう報奨の何らかの側面を構築することを約束し

ないことを、参加者が認めることを意味する。

 

21.19　承継会社：本プランに基づいて付与された報奨に関する本プランに基づく当社のすべての義務は、当社

のいずれの承継会社も拘束する（当該承継会社の存在が当社の事業および／または資産の全部または実質的に全部の直接

または間接的な購入、合併、新設合併等の結果であるか否かを問わない）。
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第二部【公開買付けに関する情報】

 

第１【公開買付けの概要】

該当事項なし

 

 

 

 

第２【統合財務情報】

該当事項なし

 

 

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項なし
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第三部【追完情報】

 
第1　外国会社報告書提出日以降における「事業等のリスク」に関する変更

 

　本届出書提出日現在、2023年10月26日付で関東財務局長に提出した外国会社報告書及びその補足書類に記載された「第

一部　企業情報」の「第３　事業の状況」の「３　事業等のリスク」の重要な変更を含むリスク要因は以下のとおりであ

る。

　また、本届出書に組込まれる外国会社報告書及びその補足書類に含まれる将来に関する事項は、本届出書提出日現在に

おいて判断したものである。

マクロ経済状況及び関連する金融リスク

当社の事業は、国際市場における大規模な営業及び売上げにより、為替相場の変動、為替管理又は価格統制といった

多数のリスクに晒されていること

当社はグローバル企業であり、約70カ国で営業が行われ、世界中の約180の国や地域で製品が販売されている。当社

は、米ドル以外の多様な通貨で資産を保有し、負債を負い、売上を計上し、費用を支払っており、当社の年間純売上高の

過半は米国外での営業により生み出されている。外国通貨の換算レートの変動により、当社が米国外市場から得る売上、

利益及びキャッシュ・フローの米ドルでの価値が減少し、こうした市場での供給コスト（米ドルで評価される。）が上昇

し、競争力にマイナスの影響が生じ、又はその他の形で当社の事業の業績若しくは財務状況が悪影響を受けており、今後

も同様の影響を受ける可能性がある。

また、当社は資本市場活動の一環として、多額の外貨建債務及びデリバティブを有している。これらの金融商品の満

期におけるキャッシュ・アウトフローは、為替レート（特にユーロ）の大幅な上昇により悪影響を受ける可能性があり、

これにより当社のキャッシュ・フロー全体に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、関税並びに既存の通商政策及び貿易協

定に対する変更等、様々な国での差別的又は対立する財政政策や通商政策により、当社の業績が悪影響を受ける可能性が

ある。

当社はまた、為替管理、輸入許可制、価格統制又はその他の統制や規制を行っている多数の国々において取引を行っ

ており、現地通貨で現金残高を保持している。当社がかかる統制や規制に適切に対処し、既存の事業運営を継続し、海外

からの利益を還流できない場合、又は、関税、割当、為替管理若しくは価格統制、貿易障壁若しくは同様の規制が当社の

事業に対して新たに若しくは更に課された場合、当社の経営成績、財務状況及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶおそ

れがある。

不確実な経済状況又は社会状況により、当社の製品に対する需要が悪影響を受ける、又は当社の取引先及びその他の

事業パートナーが財務難を被る場合があり、これらが当社の事業に悪影響を及ぼすおそれがあること

当社の事業は、一つ以上の重大な局所的、地域的又は世界的な経済又は社会の混乱に関連する当社製品に対する需要

の低下により、不利な影響を受けるおそれがある。かかる経済混乱には、経済全般における減速、後退若しくはインフレ

圧力、市場成長率の下落、仕入業者、販売業者若しくは取引先に係るクレジット市場の引き締め、政府政策の大幅な転

換、著しい社会不安、国家間若しくは地域間の経済関係の悪化、地元地域以外の製品若しくは調達先に対する否定的な消

費者感情の発生又は当社の取引先、販売業者及び仕入業者への支払い若しくはそれらからの資金回収のための金融仲介機

関経由の日常業務の中断等が含まれており、また今後も含まれる可能性がある。さらに、こうした経済状況により、当社

の仕入業者、流通業者、請負業者又はその他の外部パートナーが打開しえない財務上又は営業上の困難を被る可能性があ

り、結果として必要な原材料及びサービスが当社に提供されなくなる場合がある。その場合、当社の事業及び経営成績が

悪影響を受けるおそれがある。

取引先はまた、債務の回収不能又は長期化を招く経済情勢を原因とする財務上の困難に見舞われる可能性がある。さ

らに、当社が十分な売上、収益及びキャッシュ・フローを生み出すことができない場合は、今後の自社株買戻し及び配当

金の支払いの達成能力に影響が及ぶおそれがある。

政治的・地政学的情勢の変化により、当社の事業及び財務成績に悪影響が及ぶ可能性があること

当社製品の製造、販売、流通を行う市場における政治情勢及び地政学的状況の変化は予測が困難な場合があり、当社

の事業及び財務成績に悪影響が及ぶ可能性がある。当社製品の製造、販売又は流通が行われる市場における選挙、国民投

票、制裁又はその他の政治的なプロセス及び政治的圧力により、制裁、税金、関税、輸出入規制、国家間の物品、原材

料、サービス、資本、データ及び人々の一般的な動きについて、既存の政府の政策、法律及び規制の変化の仕方が不確実

になるおそれがある。特に為替レートの変動、新たな関税及び関税の引き上げ、貿易障壁や市場の縮小等、こうした不確

実性により生じうる影響によって当社の経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
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当社はグローバルに事業を展開しているが、世界各地に販売、製造、流通及び研究開発の組織を有しており、それら

は当社全体の成長に寄与している。地政学的な緊張や貿易統制が高まったり、それらにより当社の売上又は事業の規模が

大きい市場において当社の事業に混乱（制裁措置の発動、輸出管理、報復関税、事業許可要件の引き上げ、利益の制限

等、かかる衝突に対する政府の対応に起因する混乱を含む。）が生じたりした場合、そのような混乱によって当社の事

業、財務状況、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。

個々の国や地域での地政学的な紛争、政情不安、貿易統制、労働市場の混乱又はその他の危機若しくは脆弱性（特に

新興市場における政情不安若しくは政治変動若しくは戦争行為及びそれに関連する政府若しくはその他団体の対応（特定

の地域におけるボイコットなどを含むがそれに限定されない。）、大規模な経済不安又は現地政府の債務不履行若しくは

信用力の悪化に関連するソブリンリスクを含む可能性がある。）により、当社の事業、営業又は従業員は悪影響（特定の

国における一定の事業を縮小又は撤退する必要性によるものも含む。）を受けており、今後も受けるおそれがある。

例えば、進行中のロシア・ウクライナ間の戦争は、当社の事業に悪影響を及ぼしており、それが生み出す状況は今後

も引き続き悪影響を及ぼすおそれがある。2022年３月より、当社は、ロシアにおいて、製品ポートフォリオを縮小、新規

設備投資を中止し、メディア、広告及び宣伝活動を停止した。全体的な状況がどのように推移していくかは不確実性が高

いため、当社への今後の影響を予測することは困難である。制裁措置及び輸出規制並びに制裁措置に対する対抗措置、金

融・通貨・支払規制、金融機関へのアクセス制限、供給・輸送の課題、又はその他の状況や考慮事項により、当社はロシ

ア国内における事業をさらに縮小又は停止する可能性がある。最終的には、これらにより、製造工場や固定資産の損失や

減損、その他の営業資産や運転資本の評価損が発生するおそれがある。

さらに広く見れば、特に、インフレ圧力、エネルギー及びサプライチェーンのコスト上昇、ヨーロッパの他の地域と

比較した戦争への地理的近接性等による特定の近隣諸国又は世界規模での景気後退等、状況が悪化した場合には、当社の

売上高、利益及びキャッシュ・フローにさらなる悪影響が及ぶおそれがある。

地政学的情勢の変化は、外国為替の変動、金融・クレジット市場の混乱、エネルギー供給やサプライチェーンの混

乱、情報セキュリティやオペレーション・テクノロジー上のインシデントのリスク増大、コスト変動や商品コストの上

昇、グローバル及びローカルの法令遵守のためのコスト増加等、本項で示したその他のリスク要因を増大させ、又はそれ

らに影響を及ぼす可能性がある。

クレジット市場若しくは当社の銀行パートナーに生じる混乱又は当社の信用格付の変更により、借入れが困難とな

る、又は全体的な流動性が損なわれる場合があること

クレジット市場における混乱又は当社の現在の信用格付の引下げにより、当社の将来的な借入費用が増加し、資本市

場及びクレジット市場を当社が商業的に受け入れられる条件で利用することが困難になるおそれがある。これにより、当

社の流動性及び資本資源が悪影響を受ける、又は資本費用が著しく増加する可能性がある。加えて、当社は、借入れへの

アクセス及び回収・決済サプライチェーン・ファイナンスプログラムの促進において、世界の主要な市場における大手の

銀行パートナーに依存しているが、これらのパートナーは、自らも経済的、社会的、政治的その他のリスクに直面してい

る。これらの大手パートナーの一社又は複数社に生じる混乱は、既存の与信枠を利用する当社の能力に影響を及ぼし、又

は他の形で当社のキャッシュ・フロー若しくは当社の取引先及び販売業者のキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性

がある。

事業運営に関するリスク

当社の業績は、当社の世界的なサプライチェーンにおける混乱に対処する能力に左右されること

当社の取引先のニーズを満たしコスト目標を達成できるかどうかは、サプライチェーンの最適化及び独占仕入業者又

は独占製造プラントに関する取決めの締結を含む、重要な製造・仕入れに関する取決めを維持できるかに左右される。こ

うした製造・仕入れに関する取決めの損失又は中断には、労働争議若しくは論争、重要な製造拠点の喪失若しくは障害、

社内若しくは当社の仕入業者の情報・データシステムの遮断若しくは混乱、サイバーセキュリティ・インシデント（ラン

サムウェア攻撃、人工知能及び機械学習技術の悪用が含まれるが、これらに限定されない。）、十分な原材料若しくは投

入原料（水、リサイクル材及び当社の労働基準に適合する原料を含む。）の調達不能、通商政策の大幅な変更、天災、気

候変動やその他を原因とする異常気象事象の深刻化若しくは頻発化、戦争行為若しくはテロ行為、病気の突発的流行又は

その他当社が支配しえない外部要因によるものが挙げられ、これらによって時に製品供給が妨げられており、今後も妨げ

られる可能性がある。また、こうした現状が効果的に管理・是正されない場合、当社の事業、財務状況、経営成績又は

キャッシュ・フローが悪影響を受けるおそれがある。

当社の事業は、事業成績に影響を及ぼしうるコストの変動及び圧力に直面していること

当社のコストは、特に商品（樹脂等の特定の石油由来材料及びパルプ等の紙ベース材料を含む。）並びに原材料及び

包装材の価格、並びに労務費用、輸送費用（トラック及びコンテナを含む。）、エネルギー費用、年金・医療費用の変更
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による変動に晒されている。インフレ圧力もしばしば、これらの投入コストの上昇をもたらす。したがって、当社の事業

成績は、一部には、利益率及び市場シェアを維持及び拡大しながら、価格対策、費用削減計画及び調達先の決定を通じて

こうした変動に継続的に対処できるかどうかにかかっている。当社が、こうした変動に対処することができず、また、こ

うした変動への当社の対処に対する消費者の反応を予測できない場合、当社の経営成績又はキャッシュ・フローに悪影響

が及ぶ可能性がある。

当社の事業目標を達成できるかどうかは、新規及び既存の市場及び販売経路における国内外の競合他社とどの程度う

まく競い合えるかにかかっていること

消費財業界は競争が激しい。当社は、その事業分野のすべてにおいて、国内外の様々な同業者と競合している。それ

に伴い、当社は、営業活動を行う環境における継続的な競争圧力に直面しており、結果として売上高及び利ざやの維持が

困難になるおそれがある。こうした課題に対処するには、当社は、価格設定、販促奨励策、商品の引渡期間及び取引条件

を含む競争上の要因や小売業界の最新動向にうまく対応できるようにしなければならない。さらに、販売経路及びビジネ

スモデルの発達により、取引先及び消費者の嗜好や市場力学に影響が及ぶ可能性がある（オンラインでのショッピングに

対する消費者嗜好の高まり、特定の分野への競争力のある参入の容易化やハード・ディスカウンターの販売経路の発達を

例とする。）。競争上の要因や小売業界の最新動向に順調に対応できず、特に電子商取引やモバイル・コマース・アプリ

ケーション又はソーシャル・コマース・アプリケーションといった拡大する販売経路やビジネスモデルにおいて効果的に

競争できない場合は、経営成績又はキャッシュ・フローに悪影響が及ぶおそれがある。

取引先との関係又は当社製品に対する取引先の需要に著しい変化が生じた場合には、事業に重大な影響が及ぶ可能性

があること

当社製品の多くは、量販店、Eコマース（ソーシャルコマースを含む。）チャネル、食料品店、会員制小売店、ド

ラッグストア、デパート、流通業者、卸売業者、専門ビューティーストア（空港の免税店を含む。）、ハイフリクエン

シー・ストア、薬局、家電量販店及び専門チャネルを含む小売業者を通して販売されている。当社の成功は、取引先であ

る小売業者との関係をうまく管理できるかどうかにかかっており、これには、相互に受け入れ可能かつ当社の価格目標と

利益率目標に沿った取引条件を提示できるかが含まれる。取引先である小売業者間の継続的な統合が、当社の事業に対し

相当な額の費用を生み出し利益率を圧迫するおそれがあるほか、取引条件や取引基本方針について主要取引先との間で合

意に達することができない場合には、事業活動が損なわれるおそれがある。重要取引先が、他の有名ブランドメーカーの

製品、プライベートブランド製品やノーブランド製品の取扱いの拡大若しくはその他の理由によって当社製品の在庫水準

やそれらに割り当てる陳列スペースを大幅に引き下げることになった場合、商品の引渡期間を大幅に短縮した場合、又は

著しい事業の混乱に陥った場合には、当社の事業にも悪影響が及ぶおそれがある。

当社又は一つ以上の当社ブランドの評判が著しく失墜した場合には、財務成績に重大な影響が及ぶ可能性があること

当社の評判及び当社のブランドの評判は、重要な利害関係者及びその他の関係者（消費者、取引先及び仕入業者を含

む。）との関係の基盤を成す。当社事業には、製品の品質及び安全性が不可欠である。当社のブランドの多くは世界的な

認知度を有し、当社の財務上の成功は、当社のブランドの成功に直接左右される。当社のマーケティング計画又は新製品

の導入がブランド・イメージ又は消費者に対する訴求力に期待されたほどの影響をもたらさなかった場合、当社のブラン

ドの成功は達成されないことがある。当社の経営成績又はキャッシュ・フローは、大規模な製品のリコール、製造物関連

の訴訟、当社製品に係る欠陥若しくは不純物の混入、製品の誤用、特定の成分に対する消費者の認識の変化、包装材（プ

ラスチックやその他の石油由来材料等）、リサイクル性の欠如その他環境要素に対する否定的な認識、実際に発生した若

しくは申立てのあった、労働若しくは平等性及びインクルージョンに関する慣行、プライバシーの侵害若しくはデータ侵

害についての懸念、異物混入の疑惑、又は偽造品の流通・販売によって、当社又は当社のブランドの一つがその評判を大

幅に損なった場合にもその悪影響を受けるおそれがある。さらに、ソーシャルメディア又はネットワーク・ウェブサイト

上の当社又は当社ブランドに対する否定的又は不正確な投稿やコメントにより悪評が立つおそれがあり、当社のブランド

又は当社自体の評判が損なわれるおそれがある。実在の又は認知された問題（安全性、品質、成分、有効性、環境若しく

は社会への影響又は類似の事項に関する懸念を含む。）に効果的に対処できなければ、当社又は当社製品に対する感情に

悪影響が生じ、当社の経営成績又はキャッシュ・フローが悪化するおそれがある。当社はまた、当社の企業価値観と一致

し、当社事業の強化並びに評判の保護及び維持を目的としたシチズンシップの取組み（倫理規範及び企業責任、強力なコ

ミュニティ、平等性及びインクルージョン並びに環境維持を推進するプログラムを含む。）に時間と資源を投じている。

当社はこれらのシチズンシップの取組みを推し進めるための多くのプログラムや取り組みを有しているが、当社は、ロー

カル・その他の政府当局、仕入業者、販売業者及び取引先といった第三者の行動や努力に部分的には影響を受ける。こう

したプログラムや取り組みに対する消費者や幅広い利害関係者の認識は様々であり、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性

がある。こうしたプログラムが計画通りに遂行されない場合、又は否定的な評判に晒された場合、当社の評判及び経営成

績又はキャッシュ・フローは悪影響を受けるおそれがある。

当社は、事業の多くの側面において第三者に依存しているため、更なるリスクを負うこと

当社は、その事業の規模及び範囲により、一定の機能について仕入業者、委託製造業者、流通業者、請負業者、商業

銀行、共同出資会社のパートナー及び外部事業パートナー等の第三者との関係に依存せざるを得ない。当該第三者との関
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係、及び当社の第三者パートナーが取引を行うための契約を有効に管理できない場合、当社の経営成績又はキャッシュ・

フローは悪影響を受けるおそれがある。さらに、材料又はプロセスに含まれる成分の開示の透明性及び正確性並びに企業

データ及び個人データの適切な保全など、当該第三者が当社に対する義務を履行しない場合、又は当社と当該第三者との

間の関係に重大な混乱が生じた場合、当社の経営及び財務成績に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、当社はこうした関

係を管理するための方針及び手続きを有しているものの、事業運営、統治及び法令遵守についての管理の度合いは本質的

に低くなるため、当社の財務リスク、法的リスク、レピュテーション・リスク及びオペレーション・リスクは潜在的に増

加することとなる。

サイバーセキュリティ侵害等の重大な情報セキュリティ若しくはオペレーション技術に関する問題、又は当社若しく

はそのサービス業者が関与する一つ以上の重要な情報技術若しくはオペレーション技術のシステム、ネットワーク、ハー

ドウェア、プロセス及び／若しくは関連サイトに障害が生じた場合、当社の事業又は評判に重大な悪影響が及ぶ可能性が

あること

当社は、情報技術及びオペレーション技術（IT／OTシステム）、ネットワーク及びサービス（インターネット及びイ

ントラネットのサイト、データのホスティング・処理に関する設備・技術、物理的なセキュリティシステム並びにその他

のハードウェア、ソフトウェア及び技術的応用・基盤を含む。）に大きく依存している。そうしたシステムの多くは外部

業者又はその販売業者が管理、提供、供給、及び／又は利用している。こうしたIT／OTシステム、ネットワーク及びサー

ビスの様々な用途には、以下のものが含まれるが、それらに限定されない。

・  仕入業者からの資材の発注・管理

・  資材から完成品への転換

・  製品の発送、マーケティング及び販売

・  取引先、消費者、従業員、販売業者、投資家及びその他の利害関係者に係る情報及び個人データの収集、譲渡、

保管及び／又は処理

・  経営成績の集計・報告（財務報告を含む。）

・  銀行取引及びその他の現金流動性システム及びプラットフォームの管理

・  機密・専有の研究、事業計画及び財務情報の必要に応じた提供、処理及び共有

・  オンラインや効率的な世界規模のビジネス・コミュニケーション手段を通じた協力

・  規制・法務・税務上の義務の遵守

・  データの機密保護

・  当社の業務管理に必要なその他の処理

進化する様々な情報セキュリティに対する脅威（APT攻撃を含む。）は、当社のサービス、システム、ネットワーク

及びサプライチェーンのセキュリティ、並びに当社データ及び当社の重要な事業運営の機密性、利用可能性及び完全性に

リスクをもたらすものである。さらに、サイバー攻撃に利用される技術、ツール及び手法は頻繁に変化し、長期間につい

て攻撃を検出することは困難な場合があるため、買収した事業や売却した事業を含め、適切な防御策を想定及び実施した

り、かかる攻撃を受けた後の損害を十分に軽減したりすることが困難となる場合がある。

当社のIT／OTデータベース及びシステム並びに外部業者のデータベース及びシステムは、現在に至 までも、そして

今後も、高度なコンピューターウィルス又はその他の悪質なコード、ランサムウェア、不正アクセスの試み、サービス妨

害攻撃、フィッシング、ソーシャル・エンジニアリング、ハッキング及びその他のサイバー攻撃の標的となる。かかる攻

撃は、外部の第三者、ハッカー、犯罪組織又はこれ以外の脅威主体（国家を含む。）から生じるおそれがある。さらに、

悪意があるか否かを問わず、内部者によって技術的障害及び／又は機密データの漏洩が生じるおそれがある。当社又は外

部業者のセキュリティ対策により、そのIT／OTデータベースやシステムに対する重大な侵害、運営上の事故やその他の故

障が防止できるとの保証はできない。

当社及び外部業者のデータ・セキュリティ・システムの侵害又はIT／OTデータベース及びシステムの障害が発生した

場合、当社の事業活動及び財務成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。多数の原因（大規模な災害、自然災害、停電、

コンピュータ及び電気通信の障害、不適切なデータの取扱い、ウイルス、フィッシング攻撃、サイバー攻撃、マルウェア

及びランサムウェア攻撃、セキュリティ侵害、人工知能の悪用若しくは悪意のある使用、セキュリティ事故又は従業員に
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よる過失若しくは不正行為等）により、当社が依拠するIT／OTシステム、ネットワークやサービス業者が適切に機能しな

い、若しくは運営の休止や異常事態を引き起こした場合、又は、当社若しくは外部業者における重要な事業の大幅な遮

断、若しくは当社の事業や利害関係者に係る機密情報（個人情報を含む。）の不注意による漏洩、その完全性の欠如、若

しくは喪失が生じた場合で、その対処が事業継続性計画において効果的かつ適時に行われないときには、当社の業務運営

能力が妨げられ、評判上、競争上、運営上、財務上及び事業上の損害並びに訴訟及び規制上の処分に晒される可能性があ

る。当社又は当社のサードパーティベンダーの重要なITシステムやバックアップシステムが損傷したり、正常に機能しな

くなったりした場合、当社はそれらの修復や交換に多大な投資をしなければならない可能性がある。

さらに、社内又は外部業者において、ランサムウェア攻撃やその他のサイバーセキュリティ上のインシデントが発生

した場合、当社はデータやシステムへのアクセスが妨げられ、これにより、業務の中断や遅延、修復コストの発生、当社

への身代金の支払い要求又は当社の評判の低下を引き起こす可能性がある。また、そのような事態は、機密情報又は利害

関係者の情報（顧客、消費者、従業員、ベンダー、投資家及びその他利害関係者の個人データを含む。）の不正開示若し

くは喪失につながる可能性があり、結果として当社は、財務上及び風評上の損害を被る可能性がある。さらに当社は、潜

在的な責任、訴訟、政府からの問い合わせ、報告義務、調査又は規制上の執行措置に晒されるとともに、罰金その他違約

金の支払い、仕入業者、顧客又は従業員による法的請求、及び多額の是正コストが発生する可能性がある。

当社及び／又は当社の仕入業者はまた、定期的にIT／OTシステムを更新し、機械学習又は人工知能によって可能にな

るものを含む新たな技術を取り入れている。新しいシステムや技術が適切に機能しない場合、欠陥又は不正確な出力が提

供される場合又は更なるサイバーセキュリティ上の違反や障害が生じた場合には、原材料の発注、受発注及び支払処理の

能力に影響が及ぶと同時に、その他運営及び情報に係る統合性及び損失に関わる問題も生じるおそれがある。上記の事項

への対応及び救済策の実施に係る費用及び経営上の影響は相当なものになり、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに

悪影響が及び、消費者、顧客及びその他のビジネス・パートナーからの評判及びそれらとの関係に悪影響を及ぼす可能性

がある。

当社は、将来における病気の突発的発生（国・地域単位での流行、世界的な流行又は同様の公衆衛生上の懸念の広が

りを含む。）による影響と関連した需要、供給及び経営上の課題にうまく対処しなければならないこと

当社の事業は、病気の突発的な発生、国・地域単位での流行、世界的な流行又は同様の公衆衛生上の懸念の広がりに

さらされる不安、又はそれらの実際の影響により、悪影響を受けるおそれがある。これらの影響には、以下のものが含ま

れる場合があるが、それらに限定されない。

・  当社の1又は複数の製品に対する需要の大幅な減少又は変動（これはとりわけ、病気、隔離その他の移動制限若

しくは経済的困難により消費者が当社の製品を購入することが一時的に不可能になること、需要が当社の1若し

くは複数の自由裁量品若しくは高額の製品からより低価格の製品へとシフトすること、又は買いだめ等の行動に

よって引き起こされる可能性がある。）。こうした影響が長期化した場合、事業計画や経営計画がより困難なも

のとなり、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼすおそれがある。

•   当社の製品を製造、販売又は流通させる市場における政治的状況の著しい変化。これには、隔離、輸出入規

制、価格統制若しくは行政上・規制上の措置、閉鎖又は、当社の操業及び製造施設を制限・閉鎖したり、従業員

の移動や必要な業務の遂行を制限したり、あるいは外部のパートナー、仕入業者若しくは顧客が業務に十分な人

員を配置することを妨げるようなその他の制限が含まれる。当社は、こうした影響に対処し、抑制するための取

り組みを行っているものの、それらの最終的な影響は、病気の流行の期間と程度、及びその拡大を抑制し、公衆

衛生への影響を緩和するための第三者による取り組み等、当社の認識又は管理が及ばない様々な要因にも左右さ

れる。

事業戦略及び組織に関するリスク

当社が成長目標を達成できるかどうかは、製品、マーケティング及び経営の革新をうまく実行できるか、並びに、競

合他社の革新、進化するデジタル・マーケティング及び販売プラットフォーム並びに消費者習慣の変化にうまく対応でき

るかに左右されること

当社は、消費財メーカーであり、当社のブランドと商品に対する世界的な需要の継続に依存している。事業成績の達

成は、一部には、新製品の開発、導入及びマーケティングの成功と、設備及び製造プロセスの大幅な改善にかかってい

る。こうした革新の成功は、取引先及び消費者の受容及び動向を正しく予測できるか、必要な知的財産保護を取得・維持

及び実行できるか、第三者の知的財産権の侵害を回避できるか、並びに、動的かつますます厳しくなるプライバシー要件

を伴う、進化するメディア及びモバイルプラットフォームにおいて効率的かつ効果的なマーケティングを継続的に行える

かどうかにかかっている。当社はまた、競合他社、顧客及び販売業者による技術的進歩と、競合他社、顧客及び販売業者

に付与される知的財産権に適切に対応できなければならない。継続的に革新、進歩し、競争上の動向、変化する消費者習

慣及び新興技術のタイムリーかつ効果的な導入を含むプラットフォームの進化に対応することができなかった場合、当社

の競争上の地位が失墜し、財務状況、経営成績又はキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
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当社は、現在進めている買収、合弁事業及び事業売却取引に適切に対応しなければならないこと

消費財ブランドのポートフォリオを管理する企業として、当社の現行ビジネスモデルには一定の水準の買収、合弁事

業及び事業売却取引が含まれる。当社は、事業目標を実行すると同時にこれらの取引の影響にうまく対応できなければな

らない。具体的には、売却済みブランド又は合弁事業の解消に関連する収益の喪失から生じる希薄化の影響により、財務

成績が悪影響を受けており、今後も受けるおそれがある。また、買収又は合弁事業取引により、以下の場合に当社の経営

成績及びキャッシュ・フローが影響を受けており、今後も受けるおそれがある。１）キャッシュ・フローの変動若しくは

その他の市場に基づく前提条件の変化により、被買収資産の価値が簿価を下回ることになった場合、又は２）統合や連携

に係る問題を原因とする場合を含め、当社がかかる買収及び合弁事業に関連して想定していた費用及び成長のシナジーを

達成できない場合（この場合も、のれん及び無形資産の減損が生じるおそれがある。）。

当社の事業成績は、当社がうまく生産性を向上させ、現在進行中の組織改革（当社全体の後継者育成計画の一環とし

て、重要な人材を引き付け、維持することも含まれる。）を行えるかどうかに左右されること

当社の財務予想は、人員調整や従業員退職等、現在進行中の生産性の改善や費用の削減を前提としたものである。事

業成長への投資を続行しながら、こうした生産性向上や費用削減の計画を実現できない場合、当社の経営成績及びキャッ

シュ・フローが悪影響を受けるおそれがある。

さらに、組織改革をうまく実施することは、当社の事業の成功にとって非常に重要である。当社が有能な従業員を十

分に集め、その人材をつなぎ留めることができるかどうかに影響しうる要因としては、従業員の士気、当社の評判、他の

雇用主との競争及び有能な人材の採用状況が挙げられる。当社の成功は、事業の指導・指揮体制が中断されることのない

よう、重要な従業員を識別し、能力向上を図り、雇用を継続できるかどうかに左右される。これには、技能や経験を積ん

だ従業員の数が限られているために、こうした人材に対する競争が熾烈である重要な成長市場において、組織能力を高め

維持すること、また、堅固な指導者の地位の引継計画を引き続き展開し実施することが挙げられる。

法律上及び規制上のリスク

当社は、現行の及び拡大する法律及び規制を遵守し、米国内外における新規及び係争中の法律上及び規制上の問題に

適切に対応しなければならないこと

当社の事業は、事業を営む国々における多様な法律及び規制に服しており、これらには知的財産、製造物責任、製品

の成分若しくは組成、製造プロセス、包装の内容若しくは包装材及び製品の廃棄に関する企業責任、マーケティング、独

占禁止及び競争、プライバシー、サイバーセキュリティ及びデータ保護、人工知能、環境（消費財メーカーの事業や製品

が気候、自然、水、廃棄物に与える影響に対する一層の焦点強化を含む。）、雇用、医療、賄賂防止及び汚職防止（医療

従事者及び政府関係者とのやりとり、並びに対応する内部統制及び記録保持要件を含む。）、通商（関税、制裁及び輸出

規制を含む。）、税金、会計・財務報告又はその他の事項に係る法律及び規制が含まれる。さらに、気候変動、廃棄物の

発生、水の使用、自然への影響、人的資本、労働及びリスクの監督等のテーマに関する義務的及び自主的な報告、配慮及

び開示の拡大を含め、環境・社会・ガバナンス（ESG）の問題に対する政府的及び社会的関心の高まりによって、当社が

管理、評価及び報告することを求められる事項の性質、範囲及び複雑性が拡大していく可能性がある。これら及びその他

の急速に変化が進む法律、規制、政策及びそれらに関連する解釈並びに様々な政府機関及び規制機関による処分件数の増

加により、当社に対する課題が生じ、事業環境が変化し、技術、その他の法令遵守体制への投資が義務付けられること等

により、法令遵守にかかる継続的なコストと複雑さが増大し、最終的には特定の法域における製造、販売、その他の事業

活動を停止する必要が生じる場合があり、その結果当社の経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が生じるおそれがあ

る。当社がこうした課題に対処し続けることができず、法律、規制、政策及びそれらに関連する解釈を遵守することがで

きない場合、当社の評判及び事業成績にマイナスの影響が及ぶおそれがある。さらに、当社は現在、政府機関又は民間団

体からの多数の照会、調査、請求、手続及び情報請求の対象となっているところ、今後もこれらの対象となる可能性があ

り、それらの好ましくない結果が当社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。当社がこうした新たな又は係争中の規制上

及び法律上の問題に適切に対処できず、重大な責任の負担又は評判への損害なくかかる問題を解決できなければ、当社の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、新たな又は係争中の法律上又

は規制上の問題により、これまでに発生した金額を超える制裁金又は費用を負担することになった場合にも、当社の経営

成績及び財政状態に甚大な影響が及ぶ可能性がある。

適用される税に関する法律及び規則の変更や税務争訟の判決により、当社の財務成績が悪影響を受けるおそれがある

こと

当社は、米国及び多数の外国の法的管轄における税制に服している。各種税法は変更される可能性があり、現に変更

されている。例えば、2017年12月、米国政府は、一般に「Tax Cuts and Jobs Act」（「米国税制改正法」）と称される

包括的な税法を成立させた。同法には、広範囲に及ぶ複雑な変更点が含まれていた。現在の米国の大統領政権の下では、

米国連邦法人税率の引き上げ、一部の投資インセンティブの廃止、米国外所得に対する課税の引き上げ等、包括的な連邦

所得税改革が提案されている。これらの提案については意見が分かれており、立法過程で変更される可能性が高く、現在
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分断されている米国議会で提案通りに成立させるのは難航するとみられるが、その影響は多大なものとなる可能性があ

る。

さらに、長年クロスボーダーな国際的取引の課税について各国の管轄権を決定してきた国際的課税基準は、発展する

可能性がある。当初の税源浸食と利益移転（BEPS）のプロジェクトからは、「経済の電子化に伴う課題への対応」に重点

を置く、拡大版の経済協力開発機構（OECD）の包括的枠組みに参加する約140カ国が実施するプロジェクトが生じた。か

かるプロジェクトの範囲は、純粋なデジタル事業を超えて広がっており、提案されているように、市場国における課税に

係る管轄権を再定義し、グローバルミニマム課税を確立させる可能性があることから、多国間でのあらゆる事業の大部分

に影響する見込みである。2022年12月、欧州連合（EU）は加盟国に対し、2023年12月31日以降に開始する事業年度から

15％のグローバルミニマム税を各国の国内法に組み込むことを義務付ける指令を承認した。ほとんどの加盟国は指令に

従ったが、一方で一部の国は実施の延期が認められた。加えて、EU加盟国以外のいくつかの国でも、グローバルミニマム

税の枠組みに沿った 法律が提案及び／又は採択されている。これらの最低課税の展開に関する重要な詳細についてはま

だ確定しておらず、一部については制定やその時期がまだ不確定である。

現在の法規制及び利用可能なガイダンスに基づき、当社は、2025年6月30日に終了する事業年度において、第2の柱

（グローバルミニマム課税）が当社の財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー又は実効税率に重大な影響を与えるとは

予想していない。当社は、税法のすべての変更を監視するという当社の慣行に従い、潜在的な変更が発生した場合の全体

的な影響を引き続き評価する。第2の柱（グローバルミニマム課税）並びにその他の税法及び関連する規制が改正、制定

及び施行されるとともに、当社の財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー又は実効税率に重大な影響が生じる可能性が

ある。

さらに当社は、国内外双方の税務当局により定期的に調査及び監査を受けている。当社の税務状況は今後も持続する

ものとみているが、税務監査及び関連訴訟の最終的な結果（2017年度のコティとのビューティーブランドの取引等の売却

取引に係る課税措置が当社の予想通り維持されることを含む。）が当社の連結財務書類に記載の税額と大幅に異なる可能

性があり、これにより当社の経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受けるおそれがある。

 

第2　外国会社報告書提出日以後本届出書提出日までの間の資本金の増減

　　普通株式

年月日
増減額

（百万米ドル）
資本金残高（普通株式及び払込剰余金）

（百万米ドル）

2023年6月30日 - 70,565

2024年6月30日 1,128 71,693

 

　　優先株式

年月日
増減額

（百万米ドル）
資本金残高（普通株式及び払込剰余金）

（百万米ドル）

2023年6月30日 - 819

2024年6月30日 (21) 798

 

第3　外国会社報告書提出日以後本届出書提出日までの間に生じた重要な事象

 

　該当事項なし

 

第4　最近事業年度の次の事業年度の業績の概要

 

　以下の財務情報は2024年８月５日付で米国証券取引委員会（SEC）に提出したForm 10-Kから抜粋したものである。
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連結損益計算書

 

単位：百万米ドル。ただし1株当たりのデータを除く。6月30日に終了した会計年度 2024年  2023年

純売上高 $ 84,039  $ 82,006

売上原価 40,848  42,760

販売費及び一般管理費 23,305  21,112

耐用年数を確定できない無形固定資産の減損費用 1,341  -

営業利益 18,545  18,134

支払利息 (925)  (756)

受取利息 473 307

その他、営業外収益(純額) 668  668

税引前利益 18,761  18,353

法人所得税等 3,787  3,615

純利益 14,974  14,738

控除：非支配持分に帰属する純利益 95  85

当社に帰属する純利益　 $ 14,879  $ 14,653

     

普通株式1株当たり純利益（注1）     

基本的普通株式 $ 6.18  $ 6.07

希薄化後普通株式 $ 6.02  $ 5.90

 

(注1) 基本的普通株式1株当たり純利益及び希薄化後普通株式1株当たり純利益は、当社に帰属する純利益に基づいて計算

されている。
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連結包括利益計算書

 

単位：百万米ドル。6月30日に終了した会計年度 2024年  2023年

純利益 $ 14,974  $ 14,738  

その他の包括利益/(損失)、税引後

為替換算調整(税金(ベネフィット)/費用(それぞれ$66
及び$(197))控除後)　

(226)  (71)  

投資有価証券に関する未実現利益/(損失)(税金(ベネ

フィット)/費用(それぞれ$(1)及び$(2))控除後)
(3)  (7)  

退職後確定給付制度に関する未実現利益(税金(それぞ

れ$230及び$9)控除後)
546  40  

その他包括利益/(損失)合計、税引後 317  (38)  

包括利益合計 15,291  14,700  

控除：非支配持分に帰属する包括利益 92  78  

当社に帰属する包括利益合計 $ 15,199  $ 14,622  
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連結貸借対照表

 

単位：百万。ただし表示価額を除く。6月30日付  2024年  2023年

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  $ 9,482  $ 8,246

売掛金  6,118  5,471

棚卸資産     

原材料及び貯蔵品  1,617  1,863

仕掛品  929  956

製品  4,470  4,254

棚卸資産合計  7,016  7,073

前払費用及びその他の流動資産  2,095  1,858

流動資産合計  24,709  22,648

有形固定資産(純額)  22,152  21,909

のれん  40,303  40,659

商標権及びその他の無形資産(純額)  22,047  23,783

その他の固定資産  13,158  11,830

資産合計  $ 122,370  $ 120,829

     

負債及び株主持分     

流動負債     

買掛金  $ 15,364  $ 14,598

未払費用及びその他の負債  11,073  10,929

1年以内に返済予定の債務  7,191  10,229

流動負債合計  33,627  35,756

長期債務  25,269  24,378

繰延法人所得税  6,516  6,478

その他の固定負債  6,398  7,152

負債合計  71,811  73,764

株主持分  

転換型クラスA優先株式（表示価額1株当たり1米ドル）（授権

株式数:600）  798  819

無議決権クラスB優先株式（表示価額1株当たり1米ドル（授権

株式数:200）  - -

普通株式（表示価額1株当たり1米ドル）

（授権株式数 :10,000、発行済株式数 :2024年4,009.2、2023年
4,009.2）  4,009  4,009

資本剰余金  67,684  66,556

従業員持株制度（ESOP）債務償還準備金  (737)  (821) 

その他の包括損失累計額  (11,900)  (12,220)

自己株式（保有株式数:2024年1,652.2、2023年1,647.1）  (133,379)  (129,736) 

利益剰余金  123,811  118,170

非支配持分  272  288

株主持分合計  50,559  47,065

負債及び株主持分合計  $ 122,370  $ 120,829

 

EDINET提出書類

ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(E05760)

有価証券届出書（組込方式）

36/42



連結株主持分計算書

 

単位：百

万 米 ド

ル。ただ

し 1株当

た り の

データを

除く。千

株

普通株式

優先株

式

資本剰余

金

従業員

持株制

度債務

償還準

備金

その他の

包括利益/

(損失)累

計額 自己株式

利益剰余

金

非支配

持分

株主持分

合計株式数 額

2022 年 6

月30日現

在残高

2,393,877 $4,009 $843 $65,795 ($916) ($12,189) ($123,382) $112,429 $265 $46,854

純利益        14,653 85 14,738

その他包

括利益 /

（損失）

     (31)   (7) (38)

配当及び

配当同等

物 （ 1

株当たり

3.6806 米

ドル）:

          

普通株式        (8,742)  (8,742)

優先株式        (282)  (282)

自己株式

購入

(52,021)      (7,353)   (7,353)

従業員持

株制度

17,424   758   978   1,736

優先株式

の転換

2,840  (24) 3   21   －

ESOP 債

務の影響

    95   112  207

非支配持

分、純額

   －     (55) (55)

2023 年 6

月30日現

在残高

2,362,120 $4,009 $819 $66,556 ($821) ($12,220) ($129,736) $118,170 $288 $47,065

純利益        14,879 95 14,974

その他包

括利益/

（損失）

     320   (3) 317

配当及び

配当同等

物 （ 1

株当たり

3.8286 米

ドル）:

          

普通株式        (9,053)  (9,053)

優先株式        (284)  (284)

自己株式

購入

(31,877)      (5,014)   (5,014)

従業員持

株制度

24,095   1,125   1,353   2,478

優先株式

の転換

2,713  (21) 3   18   －
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ESOP 債

務の影響

    85   99  184

非支配持

分、純額

   －     (108) (108)

2024 年 6

月30日現

在残高

2,357,051 $4,009 $798 $67,684 ($737) ($11,900) ($133,379) $123,811 $272 $50,559
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連結キャッシュ・フロー計算書

 

単位：百万米ドル。6月30日に終了した会計年度 2024年  2023年

現金、現金同等物及び制限付現金期首残高 $ 8,246   $ 7,214
営業活動   

純利益 14,974  14,738

減価償却費及び償却費 2,896  2,714

株式報酬費用 562  545

繰延法人所得税 (244)  (453)

資産売却損失（利益） (215)  (40)

耐用年数を確定できない無形固定資産の減損費用 1,341  - 

売掛金の増減 (766)  (307)

棚卸資産の増減 (70)  (119)

買掛金、未払費用及びその他の負債の増減 1,814  313

その他の営業資産及び営業負債の増減 (1,414)  (1,107)

その他 969  564

営業活動合計 19,846  16,848

投資活動   

設備投資 (3,322)  (3,062) 

資産の売却収入 346  46 

企業買収、取得現金控除後 (21)  (765) 

その他の投資活動 (507)  281 

投資活動合計 (3,504)  (3,500) 

財務活動   

株主配当金 (9,312)  (8,999) 
当初満期が3か月超の短期債務の増加 3,528  17,168 
当初満期が3か月超の短期債務の減少 (7,689)  (13,031) 

その他の短期債務増加（減少） 857  (3,319) 

長期債務増加 3,197  3,997 

長期債務減少 (2,335)  (1,878) 

自己株式購入 (5,006)  (7,353) 

ストック・オプション及びその他による影響 1,905  1,269 

財務活動合計 (14,855)  (12,146) 

現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替レート変動の影響 (251)  (170) 

現金、現金同等物及び制限付現金の増減 1,235  1,032 

現金、現金同等物及び制限付現金期末残高 $ 9,482  $ 8,246
        

補足情報        

利息の現金支払い $ 878  $ 721 

法人所得税等の現金支払い  4,363   4,278 
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第四部【組込情報】

 

(1) 外国会社報告書及びその補足書類　　　2023年10月26日　関東財務局長に提出

（自2022年７月１日至2023年６月30日）

(2) 外国会社半期報告書及びその補足書類　　　2024年３月26日　関東財務局長に提出

（自2023年７月１日至2023年12月31日）

 

尚、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を使用したデータを開

示電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）A4-1に基づき本届

出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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第六部【特別情報】

 

【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項なし。
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